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 新型コロナウイルス感染症の流行によって、それまでの当たり前だった生活

スタイルが一変してから 2 年半が経過した。医療従事者の方々、保健センター

を始めとした本市職員の懸命な対応、そして市民の皆さまのご理解により、感

染拡大防止の努力が日々積み重ねられてきており、３回目のワクチン接種率も

大きく向上している。しかしながら、市民生活と経済活動は、国際情勢の影響

による物価高騰も相まって、依然として厳しい状況に直面しており、感染症対

策をすすめながら、市民の暮らしと経済を支えるため積極的な施策を展開する

ことが求められている。 

 とりわけ、感染拡大が長引く中、コロナ禍で大切な時期を過ごす子どもたち

に、安心できる環境と、豊かで充実した学校生活を保障することは、差し置く

ことのできない重要な課題である。「一人の子どもも死なせないナゴヤ」の実

現をめざす本市にとって、最大の使命として、取り組まなければならない。  

 以上のことから、新型コロナウイルス感染症対策重点要望 16 項目と、各局

別要望 469 項目を、減税日本ナゴヤの「令和 5 年度 予算編成に対する要望」

として提出する。本要望書の趣旨と要望項目を十分にご検討いただき、予算編

成に生かしていただくことを強く要望する。 
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新型コロナウイルス感染症対策重点要望 

 

（１） 新型コロナウイルス感染者数がかつてなく増加する中、自宅療養となる

軽症者や濃厚接触者の激増に備え、積極的疫学調査と健康観察が支障なく実

施できるよう、保健所の体制整備に万全を期すこと。また、自宅療養中の軽症

者の急変や悪化兆候をいち早く捉えるために、AI 自動電話等のリモート健康

モニタリングソリューションの導入等、他都市の先進事例を十分に参考とす

ること。 

 

（２） 政府の指針を市民に分かりやすく周知し、市民がマスクを外せる見解に

ついて正しい認識と理解を深めるよう努めること。 

 

（３） 新型コロナウイルス感染症について、人権の視点から、誹謗中傷や不

当な差別を防止するための意識啓発に努めるとともに、差別を受けた場合の

専用の相談窓口を設ける等、相談体制を整備すること。 

 

（４） 市有施設における手指消毒薬設備の設置を始め、あらゆる感染防止対

策を引き続き徹底するとともに、感染状況を踏まえた催事の中止や延期、時

短営業、閉館、施設使用料の還付については、関係各局と連携し、迅速な対

応をすること。また、これらの情報を、これまで以上に多くの利用者に周知

できる仕組みを、検討すること。 

 

（５） コロナ禍における感染リスクや生活不安による精神的ストレスの増大

の懸念をふまえ、うつ病、自殺対策等の精神保健相談を充実させること。特

に、女性の自殺者数の急増に留意するとともに、外出自粛等による配偶者か

らの暴力（DV）や児童虐待のリスク増大に対応できるよう、相談支援体制

を引き続き拡充すること。 

 

（６） コロナ禍の急激な経済状況の悪化により、失業や所得激減に見舞われ

ている市民が急増していることから、福祉事務所、社会福祉協議会、仕事・
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暮らし自立サポートセンター、ハローワーク等が連携し、個々の状況に応じ

た的確な支援を提供すること。 

 

（７） 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業への融資には万全

を期し、引き続き金融の円滑化に努めること。 

 

（８） 「電子マネーを利用した買物金額３０％キャッシュバック」の実施に

あたっては、デジタルデバイド世代の高齢者への周知・利用促進等、景気対

策と生活支援に資する効果的な取り組みとなるよう今後も着実に実施するこ

と。 

 

（９） 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、観光関連産業に深刻な影響が

出ていることから、市内観光消費額の増加を図るとともに、地域経済の回

復・活性化につなげるため、観光消費喚起事業を実施すること。インバウン

ド誘致についても、入国制限等の国の動向を注視つつ、必要な施策を着実に

すすめること。 

 

（１０） 子どもへのワクチン接種に関して、国などから報告されるワクチン

に関する常に最新で正しい情報を広く広報し、保護者がワクチン接種に関し

て理解し判断できるようにすること。 

 

（１１） 学校、幼稚園、保育所、学童保育所やトワイライトスクールなど、

子どもたちが過ごす場所での感染防止対策を徹底すること。教員、保育士等

が除菌、清拭作業を正しく行えるよう、研修等を実施すること。 

 

（１２） 新型コロナウイルス感染症に関する児童・生徒の不安を払拭するた

めに、本人に寄り添い出来る限り面談し、心の状態を確認すること。また心身

の変化について継続的に注視し、子ども応援委員会やスクールカウンセラー等

と連携し適切に対処すること。 
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（１３） 学校内において、感染経験者や、コロナワクチンの非接種者に対す

る差別などを防ぐとともにそのことにより生じる「いじめ」が起きないよう

に指導を徹底すること。 

 

（１４） 新型コロナウイルス感染症患者の発生により保育所等が休園となっ

た場合に、休業せざるを得ない保護者に対する収入補償について、国の制度

の周知を徹底する等、対象となる市民が制度を利用できるよう事業者に対し

ても精力的に働きかけること。また、国の制度を利用できない保護者に対す

る相談窓口の設置や市独自の補助金制度を創設するなど、保護者に寄り添っ

た対応を検討すること 

 

（１５） 新型コロナウイルス感染症の医療扱いを現在の２類相当を５類相当

へ引き下げるよう国に対し求めること。但し、患者の医療費負担に関しては

従来通り国費負担とすること。 

 

（１６） 新型コロナウイルスの流行が子どもの生活や健康に与える影響につ

いて、小中学校児童・生徒に実態調査を行うと共に、うつ症状がみられた子

どもや、その保護者が家庭で悩みを抱え込まぬよう、積極的に相談に応じら

れる体制を確保するとともに、子ども応援委員会や養護教諭をはじめ全教職

員のメンタルヘルスリテラシーの向上を図ること。 
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防災危機管理局 

 

１． 防災対策 

 

1-1. 指定避難所運営マニュアルに基づき、各避難所の実情に応じて、避難所ご

とのマニュアルの整備を推進するとともに、福祉避難スペースについては、誰

もがわかりやすいように、平時から地域に周知すること。 

 

1-2. 指定避難所において、感染症への感染が疑われる発熱や体調不良がある方

との一定の距離が保てるよう避難スペースを適切に運用し、衛生環境を保つ

こと。 

 

1-3. 災害時において、感染症への不安等から車中泊を選択する避難者に対して、

避難所への誘導を適切に行うとともに、やむを得ず、車中泊を選択する場合に

おいては、エコノミー症候群のリスクを軽減する方法を周知し、注意喚起する

こと。 

 

1-4. 指定避難所運営マニュアルに基づき、女性や障がい者、性的マイノリティ

等の視点に立った対応や運営について、各種団体にアンケートを含めた意見

等を聴取し、避難所開設・運営等の各種訓練において更なる充実を図ること。 

 

1-5. 私立大学を始め、民間施設の協力を得て、指定緊急避難場所の更なる確保

をすること。 

 

1-6. 訓練等において、指定避難所運営マニュアル（概要版）を活用するととも

に、地域から寄せられた質問や意見を集約・共有し、避難所の自主運営の推進

を図ること。 

 

1-7. 「地区防災カルテ」について、地域住民に周知徹底し、その活用方法につ

いて説明する機会を設けるなど地域の防災活動の推進を図ること。 
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1-8. スマートフォン等が普及している現状とその役割を考慮し、指定避難所に

おける持続可能な電力供給（電源確保）のあり方を更に検討すること。 

 

1-9. 避難所受付時の QR コードを活用した避難者情報の自動集約や SNS によ

る情報発信等、デジタル技術を活用した円滑な避難所運営を推進すること。 

 

1-10. 行政区を跨ぐ場合も含め、隣接する学区間で防災協力協定を結ぶとともに、

各学区で推進された防災まちづくり事例や避難所運営、防災訓練のあり方な

どの先進的な取り組みについて情報共有すること。 

 

1-11. 行政が保有する「避難行動要支援者名簿」について、定期的に更新するこ

と。また、要配慮者に対しては、地域への名簿提供が災害時に備え有用である

ことを丁寧に説明し、名簿提供への理解促進に努めることで「個別避難計画」

作成の推進を図ること。 

 

1-12. 支援物資等を確保するため、事業者との間で締結している応急生活物資の

供給協定の拡大に努めること。また、物流協定の拡大についても引き続き取り

組むこと。 

 

1-13. 災害時の停電に備え、電気自動車等から公共施設に電力を供給できるよう、

災害時電源協力車制度の登録を、幅広く市民や事業者に呼びかけること。 

 

1-14. 災害ボランティアコーディネーター等の更なる要請と、災害時における各

関係局との連携を強化し、円滑な受け入れができる体制を整えること。 

 

1-15. 関係局と連携し、各指定避難所および帰宅困難者を想定した駅周辺におけ

る Wi-Fi 環境の整備を早急に行うこと。 

 

1-16. 関係局と連携し、帰宅困難者の退避施設の拡充に努めること。また、帰宅

困難者への情報提供について、即時対応できる様々な手法を用いて発信する

こと。 
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1-17. 南海トラフ巨大地震等に備え、市民が適切な避難行動ができるように、ハ

ザードマップ、スマートフォンアプリ等が活用されるように使い方を周知す

ること。全戸配布される「なごやハザードマップ防災ガイドブック」について

は、各家庭で保管し活用するものであることを、周知徹底すること。特に、独

居の高齢者については特段の配慮をすること。 

 

1-18. 地域の避難所運営能力の向上を図るため、指定避難所宿泊型訓練をはじめ

とした市民参加型の避難所運営等に関する訓練や講習の充実を図ること。 

 

1-19. 市民の安全を守る避難指示等については、その発令をためらうことのない

よう、適切に発動すること。 

 

1-20. 災害等の緊急時に、幹部職員を始め、多くの職員が早期に対応できるよう、

引き続き参集体制の確保に努めること。 

 

２． 水害・津波対策、原子力災害 

 

2-1. 庄内川、天白川を始め、市内河川の治水の在り方について、他都市先進事

例の調査を含め、様々な角度から検討し、総合的な治水対策に取り組むこと。 

 

2-2. ゲリラ豪雨等を想定した、雨水災害のシミュレーション結果から基礎デー

タを取得し、適宜適切なハザードマップ評価を行うこと。 

 

2-3. 津波浸水想定を踏まえ、指定基準を満たした津波避難ビルの指定を積極的

に行うこと。 

 

2-4. 原子力発電所の事故等による原子力災害に関して、緊急時迅速放射能影響

予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）による情報を全面公開するルール

を策定すること。また、モニタリングポストにより空間放射線量率の常時監視

を続け、測定結果をウェブサイトにリアルタイムで表示し、市民への情報提供

に引き続き努めること。 
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３．市民への情報提供、防災教育 

 

3-1. 伊勢湾台風や濃尾地震等の災害歴史について、その調査や整理を行い、防

災・減災に役立つ情報を引き続き積極的に提供すること。 

 

3-2. 伊勢湾台風の被害を風化させることなく、伊勢湾台風殉難者慰霊祭を始め、

様々な形で、犠牲者の方々に黙とうを捧げる環境を整えること。 

 

3-3. 港防災センターについては、老朽化した展示物を始め施設の更新と機能向

上を図ること。併せて、防災に対する普及啓発の向上を図ること。 

 

3-4. 災害時の情報収集の手段となる同報無線や市公式ウェブサイト、SNS や「き

ずなネット防災情報」の活用を効果的に広報周知すること。また、Twitter ハ

ッシュタグによる本市の被災状況を効率的に収集できる手段についても広報

周知し、防災教育の充実に努めること。  

 

3-5. 災害に備えた家庭での備蓄を推奨するために、専用アプリ等を開発し、家

庭状況に応じた備蓄品目や数量を市民にわかりやすく情報提供すること。 

 

3-6. 停電時も電池で利用でき、電源が切られていても緊急時に音声が入る防災

ラジオについて、その有用性を広く市民に周知すること。また、購入に対する

補助金について検討すること。 

 

3-7. 毎年５月の最終日曜日に実施される総合水防訓練、および、９月の第一日

曜日に実施される総合防災訓練については、熱中症対策等体調に配慮した運

営に更に努めるとともに、昨今の酷暑に鑑み、日程変更も含め、幅広く関係者

の意見を聞きながら、地域の実情に応じた柔軟な開催について検討すること。 

 

3-8. 外国人住民に対し、名古屋国際センターホームページ等で多言語での情報

提供を実施していることを周知徹底し、災害時に適切な避難情報を受け取れ

るようにすること。 
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４．広域連携 

 

4-1. 名古屋市近隣市町村との連携を深め、大規模災害への対応、圏域全体の防

災力強化に向けた取り組みを更に進めること。併せて、国や愛知県との連携も

強化すること。 

 

4-2. 他都市において大規模災害が発生した場合には、各種協定に基づき、積極

的に諸君を派遣し、災害応急復旧や復興に係る支援をすること。 

 

4-3. 友好都市として、陸前高田市との積極的な交流を継続すること。 

 

4-4. 防災対応力の向上や防災意識の高揚を図るため、関係する職員に対して、

被災地に派遣された職員による講演会を積極的に実施し、本市の防災施策に

活かすこと。 
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市 長 室 

 

１．広報・広聴 

 

1-1. 予算編成方針などを勘案し、重点的に広報・広聴する事業を定め、事業執

行部門と連携して、戦略的な広報・広聴に努めること。 

 

1-2. 市政アンケートなど、市民から意見聴取する機会を確保するともに、テレ

ビ視聴率・ラジオ聴取率、市ウェブサイトのアクセス数、インターネット動画

の再生回数などを分析し、広報活動の費用対効果の向上に努めること。 

 

1-3. 市政出前トークは、市民の関心のあるテーマを設定するとともに、広報な

ごや等のさまざまな媒体を利用し、市民に広く周知すること。 

 

２．広報なごや 

 

2-1. 広報なごやをさらに読みやすい広報紙とするため、レイアウト等の工夫を

するとともに、保管のしやすい広報紙となるよう、紙面のバランスや形式等の

工夫をすること。 

 

2-2. 広報なごやを身近な広報紙とするために、発行までのタイムラグを可能な

限り短くすることに注力し、各局区室と連携のうえ、できる限り新しい情報を

掲載すること。 

 

  



11 

 

総 務 局 

 

1. デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

 

1-1. 先進技術の活用や都市のデジタル化、データ活用・連携等の先進的な重

要プロジェクトを推進するため、市長をトップにしたデジタル戦略本部を設

置し、全庁横断的な体制を構築すること。 

 

1-2. 電子申請等スマホ社会に対応した行政サービスのデジタル化により、手続

きの利便性の向上を目指すとともに、災害対応や救急、教育、まちづくりやエ

ンターテイメントなど、あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーション

(DX)を推進し、先進技術を活用する最先端デジタル都市を目指すこと。 

 

1-3. 行政文書の電子決裁を推進し、紙でやり取りしている文書をペーパーレス

にし、組織内の意思決定プロセスが迅速に行われるようにすること。併せて、

電子決裁（文書）における管理方法のあり方について検討すること。 

 

 

2. 行財政改革 

 

2-1. 必要な市民サービスを確保するため、効果の薄い事業の見直しと、より効

果の高い事業への予算配分、複数部局で実施されている重複事業の統廃合等、

行財政改革を推し進めること。また、新規・拡充事業を実施するには、原則と

して、既存事業の廃止・見直しや歳入の確保を図るなどの行財政改革により、

必要となる財源を確保すること。 

 

2-2. 大都市制度・広域行政の推進に基づき、県と調整のうえ、今後も二重行政

による無駄を省くこと。 

 

2-3  企業や大学、NPO など多様な民間主体と行政が連携し、それぞれの能

力や資源などを結集して共に社会課題の解決を目指すために、民間からの提
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案や相談を受け付ける公民連携提案窓口を活用し、公民連携の更なる推進に

取り組むこと。 

 

2-4. バウチャー制度や SIB（ソーシャル・インパクト・ボンド）など、民間の力

により社会的課題の解決を促進する新たな仕組みの導入について検討するこ

と。 

 

2-5. 本庁舎をはじめとした市民の財産である市有施設のさらなる活用について、

関係機関と協議のうえ、市民に開かれた施設となるように努めること。併せて、

本庁舎の魅力発信となるイベント等を実施することで、さらなる庁舎の活用

に努めること。 

 

３．職員の資質向上と人事評価 

 

3-1. 職員の名古屋に対する愛着を育み、公僕精神の浸透を引き続き図ること。

また、職員の能力・意識向上とその活用を図るため、民間企業への派遣も含め

た業務研修を活発に行うこと。 

 

3-2. 評価結果を給与に反映させる人事評価制度のさらなる定着を図ること。ま

た、公平性が担保されるように、人事評価の基準や結果について、できる限り

本人にフィードバックし、引き続き職員の働く意欲を高めること。 

 

3-3. 職員を適材適所に配置する仕組みの構築に引き続き取り組むこと。その際、

全庁的な職員のキャリアプランに資するように努め、行政の継続性を損なわ

ないこと。 

 

3-4. 「名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」については、運

用状況等について公表するなどにより、その適正な運用に努めること。また、

要望等記録制度については、研修を通じて職員への周知徹底を図るとともに、

制度が形骸化しないように、要望等の記録の例外規定の見直しなど、制度の効

果的な運用に努めること。 
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3-5. 職員の不祥事が散見されることから、綱紀粛正に努め、市民の信頼を取り

戻すよう、規範意識の向上にさらに努めること。 

 

3-6. 庁内公募については、組織の活性化や職員のモチベーションの向上のため、

課長級ポストにおいても拡大していくとともに、希望ポストを自らが選択で

きる制度も検討すること。 

 

４．職員の採用と人事労務管理 

 

4-1. 社会情勢及び財政状況を考慮し、職員定数の是正を計画的に行うこと。 

 

4-2. 職員の労働時間の管理等、引き続き適切な労務管理を徹底すること。  

 

4-3. 名古屋市職員の女性活躍・子育て支援プログラムに定める目標を達成する

ため、女性の管理職登用率の向上、男性職員の育児休業取得率の向上等に努め

ること。 

4-4. 市職員向けハラスメント相談窓口の周知や研修などを実施し、ハラスメン

トの防止に努めるとともに、職員アンケートの継続的な実施によりハラスメ

ントの実態を把握すること。 

 

4-5. 市職員に多様で有能な人材を確保するために、新卒者が民間企業と併願し

やすくなるよう職員採用試験に適性検査を導入すること。 

 

4-6. 障害者雇用促進法の趣旨に基づき、障害者の正規職員及び非常勤職員の適

切な障害者雇用に努めること。 

 

５．大都市・広域行政 

 

5-1. 国に対し、大都市への権限・財源の移譲、「特別自治市」制度の創設を引き

続き求めること。 

 

5-2. 大都市圏構想を実現するため、名古屋市がリーダーシップを発揮し、近隣



14 

 

市町村をはじめとした住民とも活発な議論を行い、連携強化を促進すること。

連携強化は、ニーズの高い防災分野の取り組みだけではなく、防災以外の分野

についても、可能なことから対応すること。 

 

６．名古屋市立大学及び附属病院 

 

6-1. 「なごや子ども応援委員会」などのスクールカウンセラーの養成を目的と

した臨床心理コースにおいて、教育委員会と連携し、学生の現場実習の受け入

れや「なごや子ども応援委員会」との連携強化に積極的に努めること。 

 

6-2. 研究活動を活かした地域との連携、地域が必要としている人材の育成・供

給、学生の地域に対する愛着や誇りの形成、市民に対する公開講座やイベント

等の開催等を通じて、地域貢献に寄与する活動に積極的に取り組むこと。 

 

6-3. 名古屋市立大学附属病院について、地域包括ケアシステムを深化・推進す

るなかで、地域の中核医療機関として、高度で先進的な医療を提供するため、

医療機器の整備や機能の充実をさらに図ること。 

 

6-4. 安定的な経営、および市民への質の高い医療を提供するため、医療従事者

が働きやすい環境の整備を進めるとともに、医師•看護師の確保に努めること。 

 

6-5. 各病院において安全管理のための指針を整備し、その取り組みを徹底させ

ること。とくに発生したヒヤリ・ハット事例等の原因分析・予防対策の検討を

行うなど、医療事故の未然防止・再発防止に努めること。 

 

6-6. 病院サービスの提供について、利用者がインターネットでの予約確認やそ

の変更、取消、現在の呼び出し番号の確認ができるようにする等、引き続き利

用者への利便性の向上を図ること。 

 

6-7. DPC 対象病院において、医療資源をより効率的に活用し、費用を最小限に

抑えることで経営改善を図ることができることから、後発医薬品の推進やコ

ンサルティング会社等を利用した診療材料の価格交渉など、医療の質を落と
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すことなく経営改善に努めること。 

 

6-8. 災害拠点病院としての機能の強化に、引き続き取り組むこと。 

 

6-9. 市立大学病院、東部医療センターは、第三次救急医療を担う救命救急セン

ターとして、その機能をさらに充実させ、「断らない救急医療」を実現するべ

く受け入れ体制の強化を図ること。 

 

７．第２０回アジア競技大会及び第５回アジアパラ競技大会 

 

7-1. 第２０回アジア競技大会及び第５回アジアパラ競技大会の選手村整備につ

いては、「第２０回アジア競技大会選手村後利用基本構想」を踏まえ、県及び

ＯＣＡ、ＪＯＣ等の関係団体との協議をすすめながら、大会終了後のレガシー

として残るように、着実にすすめること。その際、市民に対し情報を積極的に

開示すること。 

 

7-2. 第２０回アジア競技大会及び第５回アジアパラ競技大会に向けて、引き続

き市民への積極的なＰＲ活動を行い、県民・市民の大会開催に対する認知度や

期待感の向上に努め、機運の醸成に取り組むこと。 

 

7-3. 第２０回アジア競技大会及び第５回アジアパラ競技大会の開催にあたり、

海外からの来訪者に対し、日本のマナーやルールの周知を図る方法を検討し、

市民生活に対し影響がでないようにすること。 

 

８．その他 

 

8-1. ナゴ校をはじめとした人材育成に関するプロジェクトに注力し、人材を育

て、まちづくりや名古屋に興味を持ち、愛着を育む仕組みづくりに努め、学生

タウンなごやの推進を引き続き行うこと。 

 

8-2. 中部国際空港の第二滑走路をはじめとする機能強化の実現に向けた活動を

展開すること。 
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8-3. 戦争に関する資料館について、展示等を充実させ、多くの来館者が平和の

ありがたみを実感できる資料館となるよう、引き続き努めること。 
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財 政 局 

 

１． 行財政改革と税財政 

 

1-1. 予算編成にあたっては、コロナ禍における市民生活と社会経済活動を支え

るため、逼迫した財政状況の中でも、限られた行政資源を有効かつ効率的に活

用し、効果の薄い事業を見直し、より効果の高い事業に振り向ける事務事業の

見直しに全庁的に取り組み、全体として市民サービスの質を確保するよう努

めること。 

 

1-2. 個人市民税減税について、徹底した行財政改革の努力を継続し、引き続き

実施していくこと。減税額の引き上げについても、さらなる財源確保策と一体

的に検討していくこと。 

 

1-3. 市債の発行にあたっては、財政規律を踏まえ、将来に過度な負担とならぬ

よう留意しつつ、必要不可欠な投資的経費の財源とする場合等、活用すべき妥

当性が判断される場合には、活用していくこと。 

 

1-4. 分権型社会を実現するため、消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税か

らの税源移譲を行い、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とし、さらに、

国と地方の役割分担を抜本的に見直したうえで、新たな役割分担に応じた「税

の配分」となるよう地方税の配分割合を高めていくことを国に対して引き続

き要望していくこと。 

 

1-5. 地方交付税は地方固有の財源であり、地域社会に必要不可欠な一定水準の

行政サービスを提供するための財源保障機能と税源偏在の調整機能をもつた

め、地方の財政需要や地方税等の収入を的確に見込むことで標準的な行政サ

ービスの提供が可能となることから、必要な総額を確保するよう国に対し強

く要望すること。 

 

1-6. 地方の歳出削減努力によってもなお生ずる財源不足の解消は、臨時財政対

策債ではなく地方交付税の法定率の引上げによって対応するよう国に対し要
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望すること。併せて、地方交付税の算定に当たっては、大都市特有の財政需要

を的確に反映させるよう国に対し強く要望すること。 

 

２．財政の透明化、情報公開と納税者サービス 

 

2-1. 公会計制度に関して、平成 28 年度決算から作成している国からの要請に基

づく統一的な基準による財務書類について市ウェブサイト等によって引き続

き公表を行うこと。また、総務省がとりまとめる財政状況資料集を用いて、施

設種別ごとの有形固定資産減価償却率の類似団体比較を行うなど有効活用に

積極的に取り組むこと。 

 

2-2. 予算のあらましについては、平易な言葉による説明や図・イラストの活用

等、市民に分かりやすい誌面となるように引き続き取り組むこと。また、若い

世代が予算のあらましなどの冊子を手に取り易いよう引き続き工夫を続ける

こと。 

 

2-3. 入札不調があり、事業の遅れが懸念される事案があることから、その原因

を検証のうえ、契約が適切に実行され、計画的に事業が執行されるように留意

すること。 

 

2-4. キャッシュレス社会の到来を踏まえて、他都市の先行事例を調査・研究の

うえ、電子マネーによる税金支払いを行う仕組みを整えるなど、納税者の利便

性を考慮した収納体制の検討を行うこと。 

 

３．公有財産の有効活用とアセットマネジメント 

 

3-1. 公有財産の有効活用では、新たな行政ニーズに対して既存施設の用途転用

や空きスペースの活用等に努めるとともに、サービスの民営化にも積極的に

取り組むこと。また、施設の集約化にあたっては、市民目線、利用者目線にた

った効率的で一体的な運営・管理を行うこと。 
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3-2. 小中学校の空き教室を始めとする公有財産の有効活用の方策について、全

庁的な視点により有効活用が図られるよう積極的に利用調整を進めること。 

 

3-3. 公共施設の維持補修や更新計画等の事業提案を幅広く民間から募る「公民

連携・事業化提案制度」を創設すること。施設整備費を抑制するため、民営化

や民営施設の借上げにより、市が資産を保有しなくても行政目的を達成でき

る手法を速やかに検討すること。 

 

3-4. 保有資産の有効活用促進会議において、全庁的な取り組みを推進すること

により、積極的な広告収入の確保に努めること等、歳入の増加を図ること。 

 

3-5. 今後の人口減少、人口構造の変化に伴う社会的ニーズの変化を見据え、長

期的な視点を踏まえるとともに、駅そば生活圏における都市機能のさらなる

強化等、将来のまちづくりを見据えた施設の再配置を行い、アセットマネジメ

ントの取り組みを推進すること。 

 

3-6. 公共施設の延床面積を現在より 1 割削減することを目標に揚げている「市

設建築物再編整備の方針」に基づく再編整備の取り組みについて、利用者だけ

でなく納税者の視点も含めさまざまな意見が反映されるワークショップの開

催等を行い、市民が参画できる仕組みの構築に努め、市民の意見を十分に反映

させること。 

 

3-7. 将来の再編整備等に係る施設整備費の財源として、アセットマネジメント

基金を活用した再編整備のモデル事業の早期実施に努めること。 
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スポーツ市民局 

 

１．市民活動、男女平等参画・人権の推進 

 

1-1.  市内 NPO 法人に対して、寄付金控除等の対象となる認定 NPO 法人の認

定や条例に定める指定 NPO 法人の指定を支援・促進するとともに、市民・企

業による NPO への寄付が広がるよう寄付文化の醸成を図ること。 

 

1-2. 災害に備えて、災害ボランティアコーディネーターの養成講座や研修会を

引き続き実施すること。また、全国からのボランティアの申し入れに対応でき

る組織体制を整備すること。 

 

1-3. ドメスティックバイオレンス（DV）やセクシュアルハラスメントを始めと

した女性のための総合相談について、増設や時間延長、SNS 相談の実施等の

拡充を図るとともに、サポートグループ等による被害者の精神的ケア、意識啓

発に引き続き取り組むこと。 

 

1-4. 男性相談を引き続き実施するとともに、男性の性暴力被害、DV について

の意識啓発等、男女平等参画における男性への取り組みを重視すること。 

 

1-5. 同性パートナーシップ制度を早期に導入し、セクシュアル・マイノリティ

等の多様な生き方への理解を促進すること。 

 

1-6. セクシュアル・マイノリティ専門電話相談の実施日時等の拡充を行うとと

もに、他都市の先進的な事例を調査し、さらなる支援を検討すること。 

 

1-7. 全国的なハラスメント相談件数の増加傾向を踏まえ、ハラスメント防止に

ついての市民向けの周知啓発を推進すること。 

 

1-8. 性暴力の根絶のために、性的同意とは何かについて分かりやすく理解でき

るパンフレットを作成する等、性的同意に関する意識啓発を推進すること。 
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２．安心・安全なまちづくり 

 

2-1.  犯罪抑止効果が見込まれる防犯灯のＬＥＤ化に対する助成及び防犯カメ

ラの設置に対する助成を行い、地域団体の防犯活動の支援などを引き続き充

実させること。 

 

2-2. 自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化・自転車損害賠償保険等の加

入の義務化が盛り込まれた「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

を市民に周知し、自転車利用者の実態調査を含め、安全適正利用を促進するこ

と。 

 

2-3. 「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」について引き続き周知を

図ること。また、違反者には適切な対処を行うこと。 

 

３．地域コミュニティ 

 

3-1. 地域コミュニティ活性化推進事業として配置されているコミュニティサポ

ーター4 名について、取扱件数の状況や各区の申請状況を精査し、地域団体の

声を聴いたうえで、必要があれば増員すること。また、コミュニティサポータ

ーの存在を地域に十分に周知すること。 

 

3-2. 地域コミュニティ活性化推進事業について、地域の声に耳を傾け、地域に

おける人々のつながりの確保や新たな担い手の育成等、地域コミュニティの

活性化に向けた支援を継続すること。また、自治会の加入率の低下及び役員の

高齢化が顕著なことから、自治会加入率の向上施策及び新たな担い手の確保

に向けた具体的な施策を講ずること。 

 

3-3. 地域での機運の高まりや動向に合わせ、旧町名復活を推進すること。 

 

3-4. 名古屋の持つ魅力を再認識するため、引き続き昔の町並み等の写真を掲載

した銘板の設置、整備を行うこと。 
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4．区役所改革 

 

4-1. 区長が直接予算・組織を要求する仕組みを導入する等、予算・組織の両面

から区長の権限強化に取り組むこと。併せて、他の政令指定都市の区長に関す

る権限についても調査・研究し、他都市の先進的な事例を取り入れ、区におけ

る総合行政の推進を図ること。 

 

4-2. 区役所が自主性・主体性を発揮できる仕組みづくりの一環として、区長職

の庁内公募について検討のうえ実施すること。 

 

4-3. 住民ニーズに応じた取り組みを実施するため、区役所が自主的・主体的な

区政運営を行えるように予算を増額すること。 

 

4-4. 災害発生時において区本部長となる区長が迅速に参集し、区本部の初動体

制の確立に万全を期すこと。区役所における防災力を高めるため、 各種マニ

ュアルや防災訓練の見直しに不断に努めること。 

 

4-5. 区役所業務の民間委託について、他都市の先進的な事例を調査・研究し、

民間活力を導入できる業務の精査を行い、本市の実情にあった方策を具体的

に検討すること。さらに、区役所業務における人工知能（ＡＩ）の活用につい

て、スマート窓口の設置に向けたモデル実施を行う等、他都市の先進的な事例

を踏まえたうえで正式な導入について検討すること。 

 

4-6. インターネット通販等の拡大に伴う宅配便の再配達の削減や感染症対策と

して有効な宅配ロッカーについて、区役所庁舎等の公共施設に設置し、自主財

源として活用すること。 

 

4-7. 区役所における戸籍謄本等の誤交付、通達員による納税通知書の誤配布等

の事案が発生している実情を踏まえ、全区において事案の情報共有を図り、再

発防止に努めること。 
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4-8. 住民票の写し等のコンビニ交付については、マイナンバーを活用するとい

う仕組みが個人情報保護の観点から問題があるため実施せず、オンライン申

請と郵便での対応等より安全かつ市民にとって利便性の高い方法を検討する

こと。 

 

4-9. コミュニティセンターに設置されているＡＥＤについて、近隣住民が 24 時

間使用できるよう屋外への設置を検討すること。 

 

4-10. 親族等の方が亡くなられた際の諸手続きの簡便化を図るため、中村区・中

川区で試行実施している「おくやみコーナー」を全区に拡大し、保険者証の返

却等を含めて、極力一つの窓口で対応できるようにすること。 

 

５．スポーツ振興 

 

5-1. マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知の盛り上げ施策を展開すること。 

 

5-2. 地域住民が運営主体となり、地域の指導者が子どもを指導する地域ジュニ

アスポーツクラブの育成事業を強化すること。 

 

5-3. スポーツをはじめるきっかけとなるスポーティブ・ライフ月間の実施など

市民スポーツの振興に努めること。 

 

5-4. 第２０回アジア競技大会及び第５回アジアパラ競技大会の開催に向けて、

老朽化した総合体育館の諸室等の改修を進めること。また、瑞穂公園陸上競技

場の改築を順次進めること。 

 

5-5. 第２０回アジア競技大会で正式種目となる BMX フリースタイルパークを

始めとした新しいスポーツ競技について、練習施設の整備など、振興に努める

こと。 

5-6. スポーツを活かした魅力の発信として、プロスポーツチームの試合のパブ

リックビューイング等を実施し、スポーツイベントを契機としたにぎわいを

創出すること。 
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5-7.  e スポーツの国際大会を誘致するなど、名古屋の魅力向上のコンテンツと

して e スポーツの普及に取り組むこと。 
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経済局 

 

１．地域商業の振興と金融・流通の円滑化 

 

1-1. 商店街の魅力を高め、にぎわいを創出する事業に対して、引き続き支援す

ること。 

 

1-2. 中小企業に対する資金繰りの相談窓口で応対する人材を強化させること。

併せて、中小企業が海外に販路を開拓・拡大する際には、アドバイザーの派遣

を行う等、個別のニーズに応じた支援をすること。 

 

1-3.  中央卸市場の施設整備にあたっては、引き続き市場関係者の意見を聴取し

ながら進めること。 

 

1-4. いわゆる「買い物弱者」問題が大都市でも深刻化していくと予想されてい

る中、公設市場で生鮮食料品店等が相次いで閉店している問題について、後継

店舗の募集や民間事業者に対する働きかけ、補助等を強化するとともに、買い

物弱者支援対策について調査・研究を行うこと。 

 

1-5. 金シャチマネーの第一回目の実施状況を分析し、市長公約「キャッシュレ

ス普及率Nо.1 ナゴヤ」を目指した取り組みを推進すること。 

 

２．都市産業の振興 

 

2-1. 県との連携のうえ、産業立地促進補助金や企業立地促進事業等を活用し、

企業誘致に積極的に努めること。その際、関係部局の情報交換を行う組織体制

を整え全市的な対応をとること。 

 

2-2. 東京、大阪に次ぐ経済圏を構築するための中心的な役割を果たし、国内外

を問わず、産官学等が連携したシティプロモーション活動を積極的に展開す

ること。 
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2-3. 本市産業の高度化を図り、産業競争力を強化するため、ロボット・ＡＩ・

ＩｏＴの活用・普及をさらに促進すること。また、中小企業等へのロボットや

ＩｏＴの導入を支援する技術者を育成し、中小企業等への支援を引き続き行

うこと。 

 

2-4. 新たな産業の創造育成や先端技術の地域産業への普及するに努めるため、

起業支援事業をさらに強化すること。最先端技術を名古屋市が積極的に購買

することや、大企業とのマッチング支援、スタートアップ企業を応援したい

金融機関や投資家を支援するファンドサポートの創設等の支援とともに、未

来を担う人材育成を推進すること。 

 

2-5. 産学官連携によるＩｏＴ技術を活用し、医療介護に関する機器・ロボット

の開発及び普及を促進すること。また、企業が新製品・新サービスの開発を目

指すための支援を行い、販路拡大等の支援も引き続き行うこと。 

 

2-6. 航空宇宙関連産業を担う企業が新規立地や設備投資を行いやすい環境のさ

らなる整備に向け、特区制度を活用した規制緩和に取り組むこと。併せて、販

路拡大、人材育成事業の支援を強化、継続すること。 

 

2-7. 本市におけるロボット・ＡＩ・ＩｏＴの普及状況や航空宇宙関連産業の進

捗について、市民に対する公開講座や最新機器の紹介等を行い、情報提供に努

めること。 

 

2-8. 「Maas 先進都市」を目指して、自動運転等のデジタルテクノロジーや、シ

ェアリングサービス、スモールモビリティなど、先進的な技術を取り入れた新

しい交通システムの実現に向けて、名古屋市が実証実験や実装化に向けた支

援を行うこと。 

 

2-9. デザイナーなどのクリエイティブ人材、企業や学生の交流を促進し、付加

価値のある新たな地域産業の創出を引き続き支援すること。 
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2-10. 中小企業の事業承継が社会的な課題となっていることから、その円滑化を

図り、地域経済の活性化に取り組む施策を実施すること。また、中小企業の人

材確保を支援すること。 

 

３．勤労福祉 

 

3-1. 中小企業の「働き方改革」を推進するため、個別の事情を踏まえたうえで

支援すること。併せて、ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度を浸透さ

せること。 

 

3-2. なごやジョブサポートセンターにおいて、新卒者を含めた求職者に対し、

継続的な就労支援を行うとともに、ハローワークと協業のうえ、若年層に対す

る就業相談から就職定着支援まで実施すること。 

 

3-3. 政府の就職氷河期世代を支援する行動計画に則して、現在 30～40 代の正

社員化を後押しすること。 
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観光文化交流局 

 

１．名古屋城整備と天守閣木造復元 

 

1-1. 名古屋城天守閣の木造復元事業を推進すること。その際、木造復元事業の

進捗は、有識者や文化庁と綿密な協議を行い、本市として石垣について十分に

対処することを前提として進めること。また、事業のスケジュールについては、

関係各所と調整のうえ、工程を再構築し、市民の理解を得られるように努める

こと。 

 

1-2．名古屋城天守閣の木造復元事業について文化庁に申請する場合は、解体・

復元の一体化を進めるための現状変更許可申請を行うこと。 

 

1-3. 木造天守閣の昇降に関する新技術を募る国際コンペを実施し、新技術の開

発に向けた取り組みを実現させるように努めること。また、新技術の開発に向

けた取り組みは、障害者や高齢者の意見を聞きながら進めること。 

 

1-4. 天守閣木造復元事業に向けて、民間事業者と連携した歴史・文化的魅力が

感じられるイベントの開催等、機運醸成を図る施策を展開し、「金シャチ募金」

についても引き続き寄付のしやすい環境を整え、広報周知に努めること。 

 

1-5. 木造復元事業に向けて、旧尾張藩（各市町村）、家康出生地（三河地域）を

含めた広域的な盛り上げ施策を展開し、名古屋城と各エリアを結ぶ「魅力のス

トーリー化」を展開し引き続き発信すること。 

 

1-6. 天守閣閉館から木造復元事業完成までの期間の来場者数を確保するため、

工事過程を見せる工夫、徳川美術館との催事協業や徳川宗春を観光資源とし

た施策展開、歴史的技術を持つ甲冑師等を活用するなど歴史や文化に根ざし

たイベントの実施等により、魅力の向上に努めること。 
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1-7. 金シャチ横丁の第二期整備事業においては、名古屋の歴史とサムライ文化

を体験できる武将観光の目玉となるよう、効果的な施設整備を検討し推進す

ること。 

 

1-8. 特別史跡名古屋城跡の全体整備にあたり、東北隅櫓、多聞櫓、二之丸御殿

等、二之丸地区の整備に向けた調査を引き続き行い、全体整備のビジョンを確

定する作業を進め、市民への情報提供も行うこと。 

 

1-9. 名古屋城にある重要文化財等を安全かつ適切に保存・展示する展示収蔵施

設を核として、本丸御殿障壁画の展示等、市民が「本物」の魅力に触れられる

機会を創出すること。 

 

２．サムライ文化の発信と歴史的なまちづくり 

 

2-1. 「人生大逆転街道・信長攻路」の完全整備に向けて、地域と協力して銘板

整理やイベントを行い、信長攻路のブランド化事業を拡充すること。また、桶

狭間の戦い再現イベントとともに、桶狭間、有松、大高の観光資源の磨き上げ

を図ること。 

 

2-2. 豊臣秀吉などの戦国武将を中心に観光資源を磨き上げ、観光客の誘致を図

ること。また、近隣自治体と連携したうえで、戦国武将ゆかりの施設や史跡等

の観光資源の活用を引き続き行うこと。 

 

2-3. 名古屋城から大須、熱田、有松・桶狭間までの「歴史・文化魅力軸」をより

魅力的にするため、名古屋駅から四間道、円頓寺、堀川を経由し名古屋城につ

なぐ魅力づくりや、堀川を活かしたイベント、熱田神宮界隈の回遊性を高める

施策の実施等、体系的な魅力を創出し、発信すること。 

 

2-4. 名古屋市内にある歴史的建造物について、積極的に保存・活用を図るとと

もに、登録・認定地域建造物資産制度や技術的・経済的支援、基金による活用

支援を行うこと。また、町並み保存地区(有松、白壁・主税・橦木、四間
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道、中小田井 )を始めとした歴史的界隈において、身近に歴史が感じ

られるまちづくりの推進を図ること。 

 

2-5. 名古屋駅から豊国神社(秀吉・清正)、荒子(前田利家)、あま市 (福島政則)

の人生大出世夢街道(秀吉の路)整備をさらに進めること。 

 

2-6．熱田マチづくりの一環として、伊勢おかげ横丁に負けない熱田草薙(くさな

ぎ)横丁マチづくりの整備すること。 

 

３．観光戦略と環境整備、インバウンド誘致 

 

3-1. 展示場の拡充に関しては、本市における今後の展示場のあり方についての

外部有識者の意見を踏まえ、また、他都市における展示場整備の状況を見極め

たうえで、総合的な方針に基づいて実施すること。 

 

3-2. 観光戦略を踏まえ、名古屋コンベンションビューローの位置付けや組織体

制を精査すること。そのうえで、役割分担を明確に行い、さらなる観光振興に

努めること。 

 

3-3. メディアを活用した名古屋の魅力発信、名古屋ブランドのプロモーション

活動をすすめ、ウェブ、ＳＮＳ、アプリを連動した魅力の編集、発信に努める

こと。 

 

3-4. なごやロケーションナビを活用し、ロケーション撮影の誘致、支援やその

作品を活用したＰＲを行い、名古屋の認知度の向上及び都市イメージアップ

を図ること。 

 

3-5. ゲートウェイとしての役割だけでなく、中部北陸９県の関係自治体と連携

して「昇龍道プロジェクト」の効果的なプロモーション活動を実施し、中部北

陸圏への観光客の誘致を図ること。 

 

3-6．徳川御三家筆頭尾張藩を現代風に復活させ、魅力を世界に発信するため、 
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「水」と「木」の繋がりがある旧尾張藩領地の名古屋、犬山、郡上、木曽、裏木

曽の市町村が連携できる枠組みを創設すること。 

 

3-7. なごや観光ルートバスの増設検討の結果に基づき、新規ルートの開発や従

来ルートの改善等を図ること。 

 

3-8. 愛知・名古屋ＭＩＣＥ推進協議会の活動を通して、地域一体となった MICE

誘致を推進すること。また、企業等が市内で行うインセンティブ旅行や新規開

催の見本市・展示会等に関する助成を拡充すること。 

 

3-9. 相互シティプロモーションの一環として、名古屋にゆかりのある市町村と

友好提携を結ぶ等、国内交流を深めること。 

 

3-10. 名古屋港エリアを活用した、観光プロモーション活動や外航クルーズ船等

の誘致を引き続き促進すること。 

 

3-11．名古屋港・名古屋城の海上交通網の整備を進め、中川運河・堀川・宮の渡

し・新堀川の盛り上げを図ること。名古屋城のお堀までボートなどで運行でき

るように、朝日橋で止まっている航路を更に工夫すること。 

 

3-12. 観光案内所及びまちなか観光案内所の運営において、おもてなし向上を図

る受入体制の拡充を促進させること。また、ムスリムを始めとした外国人旅行

者への対応等、スタッフ教育、人材育成を図ること。観光案内所や主要観光施

設における携帯翻訳機の導入を検討すること。 

 

3-13. ムスリム旅行者が安心できる食事の提供やハラール食品の普及など、フー

ドダイバーシティについての研究・普及をすすめる協議会を立ち上げるとと

もに、「名古屋市フードダイバーシティ宣言」を行い、啓発普及に努めること。 
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４．国際交流・多文化共生 

 

4-1. 第 3 次名古屋市多文化共生推進プランに基づき、多文化共生施策を推進さ

せること。また、多文化共生社会の実現に向け、名古屋国際センターにおける

多言語での情報提供や各種相談体制を充実させること。 

 

4-2. 多文化共生の推進にあたり、外国人市民が地域の構成員として地域活動へ

積極的に参画できるよう、外国人市民へ情報提供するとともに、受け入れる側

の地域社会への意識啓発を促進すること。 

 

4-3. コロナ禍における外国人市民向けの情報発信として試行的に実施している

「なごや多言語情報発信サポーター事業」を継続実施する他、総合案内窓口を

設置する等、コロナ禍での外国人市民への情報発信・相談支援体制を推進する

こと。 

 

５．その他の観光コンテンツの創出と磨き上げ 

 

5-1. なごやめしグランプリの開催、Ｂ-１グランプリの誘致等を行い、なごやめ

しの知名度アップに取り組むこと。また、県と連携して、毎月 8 日を「なごや

めしの日」と制定し、市民自らがなごやめしを楽しめる機会を創出し、なごや

めしの普及促進を図ること。 

 

5-2. コスプレホストタウン等の推進のため、コスプレ・アニメ研究会の開催、

アニメツーリズム推進のためのコンシェルジュを活用し、ウェブサイト、SNS、

アプリの連動により、効果的に本市の魅力を発信すること。 

 

5-3. まちのにぎわいづくりや魅力向上を図るため、市民が街角で気軽に音楽を

鑑賞・発表する機会を創出するとともに、屋外音楽アートイベント等を開催し、

音楽あふれるまちづくりプロジェクトを引き続き推進すること。 
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5-4. 芸どころ名古屋を一層推進するための機関として「文化芸術評議会(名古

屋版アーツカウンシル)」を立ち上げ、若手芸術家の育成や文化と観光、国際

交流、教育、産業など他分野との連携を積極的に推進すること。 
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環 境 局 

 

１．自然環境の保全 

 

1-1. エネルギー供給に対する安全性及び地球温暖化防止の観点から、エネルギ

ービジョン及びアクションプランを策定すること。また、再生可能エネルギー

の導入拡大を図ること。 

 

1-2. 名古屋市役所環境行動計画に基づき、市施設への太陽光発電や太陽熱利用

の設備の導入を引き続き促進すること。 

 

1-3. 風が弱い場所においても発電可能な小型風力発電システムが開発されてい

ることから、調査・研究のうえ、導入に向けての研究を行うこと。 

 

1-4. 環境負荷の少ない PHV やハイブリッドに加え、燃料電池自動車や電気自

動車等の低公害・低燃費自動車の導入推進のため、税制上の優遇措置の継続を

引き続き国に要望していくこと。 

 

1-5. ＰＭ２．５などの大気汚染物質の濃度を継続的にモニタリングし、その低

減に資する取り組みを行うこと。 

 

1-6. 騒音対策について、環境基準を満たしていない地点での改善を進めること。 

 

1-7. 藤前干潟について、「保全・再生」「ワイズユース」「交流、学習（CEPA）」

というラムサール条約（水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約）の 3 つの柱に沿って、関係機関と連携を取りながら、環境保全や環境教育

に活かすこと。 

 

1-8. 地球温暖化の緩和や生物の生息や生育の場などを提供することができる

「グリーンインフラ」の活用方策について、関係局と協議のうえ検討すること。 

 

1-9. 本市において、ヒアリなどの近年まで見られなかった特定外来生物が侵入
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してきていることから、特定外来生物についての情報を収集し、早期に防除す

る体制を引き続き整えること。また、市民への注意喚起など情報提供を適切に

行うこと。 

 

1-10. 市街地における猛暑対策として、他都市の先進的な事例を調査・研究し、

日よけや緑化、ミスト等、それぞれの場所に適した効果的な方法により、公共

施設への導入を促進すること。また、民間施設への導入を促す施策を実施する

こと。 

 

1-11. ヒートアイランド現象及び適応策を啓発するため、市街地での気温測定と

市民への周知について、引き続き実施していくこと。 

 

1-12. 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、マスク着用時の熱中症対策に

ついて、広く市民に啓発すること。 

 

1-13. 本市が使用する事務消耗品について、セパブル封筒の導入を検討するなど、

環境に配慮した再利用の取り組みに努めること。 

 

1-14. 本市の会議や研修にタブレット会議システムを導入するなど、コピー用紙

の削減、ペーパーレス化を推進すること。 

 

1-15. コロナ禍であることも鑑み、これまで開催してきた環境デーなどの啓発イ

ベントを、SNS 等での環境 PR に転換し、環境局が率先してペーパーレス化

を図ること。 

 

1-16. 電力売買の一括契約と民間投資を組み合わせたエネルギーの地産地消等、

名古屋版カーボンニュートラル・脱炭素社会にむけた取り組みを推進するこ

と。その際、日本経済を支えてきた自動車産業等の理解を十分得ながら施策を

展開すること。 

 

1-17. 新堀川の水環境改善については、令和 2 年度に取りまとめた浄化方針に基

づき、関係局と連携して、着実に浄化に取り組むこと。 
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２．ごみ・資源収集とごみ処理 

 

2-1. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染者、感染の疑いがある方の

家庭における可燃ごみ・資源の出し方について、使用済みマスクやティッシュ

を内袋で二重にする等の適切な出し方について、周知徹底すること。 

 

2-2. 資源収集方法について他都市の調査・研究の上、本市の経費についての試

算を行い検証すること。また、資源回収業者と連携をしたうえで、全ての資源

ステーションを廃止し、資源を各戸収集にすることを含め、様々な可能性につ

いて検討すること。 

 

2-3. 福岡市の夜間収集等、他都市の先進的な事例を調査・研究し、高い効果が

見込まれる地域での導入の可能性について検討すること。 

 

2-4. ビン、缶、ペットボトルを同一の袋で収集している京都市の例を参考に、

資源の収集・選別方法の見直しについて検討すること。 

 

2-5. 一人暮らしの高齢者が亡くなった際や高齢化に伴う一時的な大量ごみの収

集について、対応を検討すること。 

 

2-6. カラス被害防止のため、生ごみ等の可燃ごみは新聞紙等で覆うように、市

民に対し再度周知すること。また、カラス被害防止に効果があるごみ袋の調

査・研究を行い、費用対効果を検証のうえ、導入の可能性について検討するこ

と。 

 

2-7. 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会において、「容易に分離可能なラ

ベル付きボトルが 10 パーセント以下」であることとの規格が設けられたこと

から、排出時にはペットボトル等からラベルを外すことを市民に対し周知し、

保健環境委員の負担を軽減すること。 

 

2-8. 紙製容器包装は、分別率が低く可燃ごみに混ざりやすい状況であることな

どを考慮し、雑紙を合わせた紙資源として一括収集すること。 
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2-9. アルミ缶の持ち去りに対する対策を精査のうえ、改善すること。 

 

2-10. アルミ缶や新聞紙等の集団資源回収の有益性について、子ども会や老人会、

町内会等に積極的に広報し、取り組みを推進すること。 

 

2-11. 粗大ごみの収集について、電話申込が大半を占めている現状を踏まえ、イ

ンターネット申込の PR 及び利便性拡大を図るとともに、チャットボット活用

による LINE 申込の導入を進めること。 

 

2-12. ごみ処理工場の長寿命化のため、メーカーや専門機関等と協業のうえ、整

備計画を作成し、改修を進めること。保守、点検作業においても、メーカーや

専門機関等と協業し、適宜適切に行うこと。 

 

2-13. ごみ処理工場稼働の際には、焼却余熱を有効利用し、発電設備の効率向上

や還元施設のエネルギーとして使用し、資源・エネルギーが循環するまちづく

りに努めること。 

 

2-14. 紙資源一括収集の実施に向けて、これまでの資源ステーションでの収集に

加え、新たに各戸収集の実施についても検討すること。 

 

３．循環型社会、脱炭素社会をめざす取り組み 

 

3-1. 循環型社会の実現を目指すため、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）の充実を図り、引き続き市民に対し広報周知すること。とくに、学生や外

国人等、市政の情報が伝わりにくい市民や転入者が多く分別ルールが定着し

にくい共同住宅の移住者等を重点対象に位置付け、その対応を行うこと。 

 

3-2. 中小事業者への事業系ごみの３Ｒの啓発・指導を積極的に行うこと。併せ

て、テナントビルのオフィス等の排出状況を調査のうえ、適切な指導を実施す

ること。 
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3-3. 家電等の不法投棄について、関係機関と連携のうえ、パトロール等の適切

な対策を強化すること。 

 

3-4. 使い捨てプラスチック製容器包装・製品（ストロー等）の使用を控えるこ

とや、代替品の利用を促すための効果的な普及啓発を実施し、プラスチックご

みの削減を図ること。 

 

3-5. 環境大学を通した市民ネットワークの活用や他都市との連携等により、

SDGｓ未来創造クラブの充実を始めとした SDGｓの積極的な推進を行うこ

と。 

 

3-6. 路上における喫煙は、周囲の人に対し、やけどや被服のこげ被害を及ぼす

危険性があり、吸い殻のポイ捨が地域の清掃の負担となることから、路上喫煙

禁止の徹底を図ること。 

 

 

 

  



39 

 

健康福祉局 

 

１．高齢者の社会参加と敬老パス 

 

1-1. 敬老パス制度については、市長公約である「地下鉄・市バス乗り継ぎの利

用は 1 回にカウントをめざす」の実行可能性について、敬老パス制度変更後

の影響調査の中で検討すること。 

 

1-2. IC カード化された敬老パスの利便性を高めるため、スポーツ市民局、交通

局、健康福祉局によるプロジェクトチームにより、引き続き電子マネーの利用

促進に向けた取り組みを積極的に行うこと。 

 

1-3. 高齢者就業支援センター、福祉会館、鯱城学園等の運営や老人クラブ活動、

社会福祉協議会等への支援を通じ、高齢者の自己実現と社会参加が促進され

るよう引き続き努めること。また、社会情勢や人口構造の変化により、高齢者

就業支援の必要性が高いことから、引き続き就業意欲を喚起するイベントや

企業セミナーの充実を図ること。 

 

1-4. 高齢者に就業の機会を提供するシルバー人材センターの機能を強化し、関

係局や民間部門と連携した就労・学習機会等の充実を図ること。 

 

２．高齢者の孤立防止と地域福祉、介護予防 

 

2-1. 地域域住民が抱えるちょっとした困りごとを、住民相互で助け合う地域支

えあい事業を推進し、引き続き団塊の世代を始めとした元気な高齢者の地域

貢献活動を促進するとともに、子どもや若年層にも広げること。また、活動に

応じて付与されるボランティアポイントの仕組みづくりを広め、地域支えあい

事業に取り組む学区の拡大に努めること。 

 

2-2. 行政、医師会等関係団体、介護サービス事業者、民生委員等の関係機関が

構成員となる各区の地域ケア会議においては、高齢者が地域で安心して生活
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できるよう、地域の実情に応じた支援体制について、きめ細かな検討を行い、

地域包括ケアシステムの構築に向けて深化・推進を図ること。 

 

2-3. 高齢者が地域で安心して暮らすために、いきいき支援センターの専任見守

り支援員による見守り体制の機能強化を図ること。高齢者の孤立防止に関す

るガイドラインを引き続き配布し、高齢者を地域全体で支える地域包括支援

ネットワークを構築し、孤立防止の取り組みを周知啓発するとともに、地域コ

ミュニティの活性化を図り、地域でのネットワーク活動に必要な事項につい

ては、国や県へも協力を求めていくこと。 

 

2-4. 高齢者福祉相談員について、福祉業務経験のある者等、業務への適正を踏

まえたうえで性別に関わりなく採用を行い、機能強化に努めること。また、高

齢者世帯の状況把握に努め、支援を必要とする世帯に対して重点的な支援を

引き続き行っていくこと。 

 

2-5. 各区で配布されている救急医療情報キットについて、緊急時に機能するよ

うに情報の更新や未実施区における取り組みの実施を市が主導して普及啓発

すること。 

 

2-6. 高齢者の自発的意思を尊重する観点から、法律や資産管理の専門家といき

いき支援センターが連携して、任意後見制度を含む成年後見制度のさらなる

利用促進を図り、現状の課題についても実態を把握し、改善が必要であれば国

へも要望すること。 

 

2-7. 認知症サポーターを増やしていくために、さらなる啓発活動や、養成講座・

研修等を拡充するとともに、養成したサポーターへの活動場所の情報提供や

フォローアップを継続して行い、活動を支援すること。認知症サポーター養成

講座の講師となるキャラバン・メイト養成講座について、市職員に積極的な受

講機会を設けること。 
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2-8. 認知症の方を介護する家族への支援として、介護に対する負担感の軽減を

目的とした家族サロンや介護者への面接相談などを引き続き実施するととも

に、ピアサポートを重視した家族支援プログラムの充実を図ること。 

 

2-9. 地域におけるフレイル予防・改善の取り組みが進むように、なごや八○フ

レイルテストの啓発事業を推進し、フレイル予防施策の一層の充実を図るこ

と。 

 

2-10. 身近な地域の集いの場となる高齢者サロンへの支援や、保健センターに

よる「いきいき教室」の実施等、地域での介護予防を引き続き推進するこ

と。また、運動、栄養改善、口腔ケアなどにより介護予防を図る「なごや介

護予防・認知症予防プログラム」の普及啓発に努めること。 

 

３．介護保険と介護人材の確保 

 

3-1. 特別養護老人ホーム等の整備について、 第 8 期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画の整備目標の達成に向けて積極的に整備すること。 

 

3-2. 重度の要介護者、特に医療的ケアを必要とする方に対応するため、医療対

応型特別養護老人ホームの整備を推進していくとともに、看護師の 24 時間配

置に必要な補助等を引き続き実施すること。 

 

3-3. 高齢者が安心して介護サービスを利用できるように、主治医との連携等に

より要介護認定の結果をできる限り速やかに通知するよう努めること。 

 

3-4. 情報共有できる体制づくりと共に、介護にかかわる人材不足の解消や質の

向上を目指すため、ケアマネジャーによるケアプラン作成を補助する人工知

能（ＡＩ）の導入について、調査・検討すること。 

 

3-5. 介護従事者の処遇改善について、大都市民生主管局長会議等を通じ、必要

な対策を講じるよう引き続き国に対し要望すること。 
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3-6. 本市独自の小規模介護事業所・復職者支援研修、キャリアアップ研修、福

祉人材育成支援助成事業を実施し、介護職員のスキルアップを図ること。また、

有識者等による介護の人材確保について検討する懇談会等を活用し、更に当

事者の声を聞くなど、質の高い介護サービスを提供できるように努めること。 

 

3-7. 元気な高齢者が介護の担い手となる介護助手について、啓発及び必要な支

援を行い、普及促進すること。 

 

４．障害者福祉 

 

4-1. 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進

条例」に基づき、障害者差別相談センターと連携し、講演会の開催、条例につ

いてのガイドブックの配布等、市民への普及・啓発につとめること。併せて、

職員への障害者差別解消推進に向けた研修を引き続き行うこと。 

 

4-2. 障害者差別解消について、零細企業や個人商店等が合理的配慮を的確に行

えるよう、周知・啓発に努めること。 

 

4-3. 障害者が地域で安心して自立した生活を行えるよう、グループホームの整

備促進と充実を引き続き図ること。 

 

4-4. 障害者の就労・雇用の促進のため、障害者雇用支援センター及び障害者就

労支援センターの運営補助、 企業向け障害者雇用職場見学会の開催、就労支

援機関とのネットワークによる就労支援の仕組みの構築・強化など、就労支援

事業のより一層の充実を図ること。 

 

4-5. 障害者がいきいきと生活し活躍できるよう、 障害者スポーツの推進に一層

取り組むこと。障害者スポーツセンターを、より利用しやすくなるよう運営を

充実させるとともに、各区のスポーツセンター等で実施するスポーツ教室へ

の支援・協力に引き続き取り組み、身近にスポーツに親しめる環境づくりに努

めること。 
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4-6. 手話言語や障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進について、「名古

屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」に

基づき、普及・啓発を図ること。併せて、県の「手話言語の普及及び障害の特

性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」について、県

と連携し、引き続きその啓発に努めること。 

 

4-7. 福祉都市環境整備指針に基づきバリアフリー化を進め、引き続き、高齢者

や障害者をはじめ、すべての人にやさしいまちづくりを進めること。 

 

５．社会福祉施設の災害対策 

 

5-1. 社会福祉施設における大規模災害を想定した非常食・飲料水の備蓄につい

て、入所者の症状を踏まえ、流動食、きざみ食のレトルト食品や清涼飲料水

の選択を考慮する等、入所者の立場に立った備蓄の指導に努めること。 

 

5-2. 社会福祉施設の福祉避難所の指定について、その促進に引き続き務める

とともに、熊本地震の教訓を踏まえて策定された福祉避難所開設・運営マニ

ュアルに基づき、的確に開設・運営がなされるよう周知・訓練すること。 

 

5-3. 「大規模災害時における民間宿泊施設の避難所としての活用（福祉避難所

としての要配慮者等への提供）に関する協定」について、さらに多くの民間宿

泊施設運営者と協定を結び､要介護高齢者、障害者等の要配慮者の避難所の確

保に努めること。 

 

６．生活保護、生活困窮者自立支援 

 

6-1. 生活保護については、家庭訪問による生活実態の把握、資力調査等を的確

に行い、真に必要な人が保護を受給できるよう適正に運営すること。不正受給

を防止するための体制を充実させ、不正受給が発覚した場合は、迅速かつ厳正

な対応をとること。また、学校から情報を得るなど連携を図ること。 
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6-2. 生活保護就労支援員の配置や就労意欲喚起事業、ハローワークと連携した

就労自立促進事業等により、生活保護受給者の就労による自立を促進するこ

と。 

 

6-3. 生活保護制度における医療扶助費の抑制について他都市の先進的な事例を

調査・研究し、その実施を検討すること。 

 

6-4. 市内３か所の「仕事・暮らし自立サポートセンター」の増設を含めた体制

拡充を検討するとともに、区役所や区社会福祉協議会との連携を図り、市内全

域で生活困窮者の自立に向けた相談支援をきめ細かく実施すること。特に、コ

ロナ禍で相談・申し込みが急増している住居確保給付金については、迅速・的

確に対応できるよう、引き続き独自に体制強化を図ること。 

 

７．自殺・依存症対策、精神保健福祉 

 

7-1. 自殺対策事業の実施にあたっては、引き続き「いのちの支援なごやプラン」

や副市長をトップとする自殺対策推進本部会議や庁内連絡会の開催等を通じ

た関係局との連携により、各相談機関の連携強化や情報共有を図るとともに、

自殺者数の多い中高年男性や近年自殺の問題が深刻化している若年層、コロ

ナ禍で急増している女性の自殺を対象とした啓発事業や相談事業等の推進に

努めること。 

 

7-2. 自殺と関連が深い「うつ」の早期発見、早期受診を促すために、こころの

健康相談について、さらに利用しやすい体制を整えること。また、その広報啓

発に努め、予防についても対策を講じること。 

 

7-3. ギャンブル等依存症について、相談窓口の充実や周知に努めるとともに、

現在市内１カ所の依存症専門医療機関が増加するよう取組みをすすめること。 

 

7-4. ひきこもり対策を強化するため、必要に応じて関係各局、関係機関との連

携を積極的に行うとともに、サポーターを養成するなど支援の一層の充実を

図ること。 
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7-5. 社会問題となっている「8050 問題」について、医療、介護など制度の縦割

りをなくして窓口を一本化し、相談支援機関や地域住民等のコーディネート

や継続的な伴走支援を行う専門職による包括的相談支援チームの各区１か所

配置を進め、就労から居場所まで、社会とつながる仕組みづくりを進めること。 

 

８．医療、健康増進 

 

8-1.  認知症は、早期に診断・治療することにより進行を遅らせることができる

ことから、認知症や軽度認知障害の疑いを早期発見できる認知症検診につい

て、市民に対し広報周知のうえ、その利用を促すこと。また、認知症を予防す

る生活習慣についても、周知啓発に努めること。 

 

8-2. 緑内障、加齢黄斑変性症等の早期発見や予防につなげるため、専門家の意

見や他都市の先進的な事例を調査・研究のうえ、40 歳以上の方の定期的な眼

科検診の実施を検討すること。 

 

8-3. がんの早期発見、早期治療につなげるため、ワンコインがん検診若年層に

おけるピロリ菌検査のさらなる広報を行い、受診率の向上に努めること。 

 

8-4. 受動喫煙の防止を進めるため、「健康なごやプラン 21（第 2 次）」に基づ

き、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行

うこと。また、外国人を含めすべての方に受動喫煙防止を分かりやすく伝える

ことができるように、啓発内容やその方法について工夫をすること。 

 

8-5. 若年層による大麻の乱用が増加傾向にあることに加え、危険ドラッグにつ

いてもインターネットを利用して密売されるなど、青少年への乱用の広がり

が懸念されることから、若年層に重点をおいた効果的な啓発活動を行う等、早

急に対策を講じること。 

 

8-6. なごや健康マイレージ事業の普及啓発活動を積極的に行い、若い世代に向

けた健康づくりへの取り組みをより一層強化すること。また、保健センターに
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おいて、ロコモティブシンドローム予防教室をはじめとした健康づくりの動

機付けのための各種教室の開催の普及啓発に努めること。 

 

8-7. 生涯健康で心豊かな生活を実現するため、食育基本法及び食育推進計画に

基づき、食育を推進すること。 

 

8-8. 小児科医・産婦人科医が不足しているなかで、小児科救急医療における三

次体制の確保や産婦人科救急医療における二次救急医療体制の確保を行い、

緊急時にも速やかに診療が受けられるように救急医療体制を引き続き充実さ

せること。 

 

8-9. 「なごやナースキャリアサポートセンター」における研修回数や内容の見

直し、ハローワークとの連携による施設見学会の開催や広報の拡大など、引き

続き看護師の再就職希望者への復職支援の充実を図ること。また、愛知県看護

協会と連携しながら看護師の再就職を促進すること。 

 

8-10. 国民健康保険においては、被保険者証の一斉更新時を利用したジェネリッ

ク医薬品希望カードの配布、広報なごや等によるお知らせを引き続き実施す

るとともに、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の「差額通知」により、ジ

ェネリック医薬品のさらなる普及に努めること。 

 

8-11. 定期インフルエンザ予防接種について、市公式ウェブサイト、広報なごや

の他、医療機関におけるポスター掲示、リーフレットの配付、更にラジオ・メ

ディア等により効果的な広報、啓発に努め、予報接種率を上げるよう努めるこ

と 

 

９．犬・猫殺処分ゼロ対策、その他の保健衛生行政 

 

9-1. なごやかキャットサポーター・獣医師・行政の連携や協力を深めることで、

地域で、のら猫を適正に管理する「なごやかキャット推進事業」をより一層進

めること。また、犬猫の譲渡ボランティアを支援する取り組みを進め、避妊・

去勢手術やワクチン接種費用を公費負担とし、その費用を譲渡先へ求めるシ
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ステムの検討をすること。また、犬の殺処分頭数ゼロを継続するとともに、猫

についても処分頭数の一層の減少を図ること。 

 

9-2. 犬・猫の多頭飼育について、その実態を把握し、適切な指導や支援が可能

な届出制度等の体制を速やかに構築すること。 

 

9-3. 災害時のペットとの同行避難について、市民への周知に努めるとともに、

避難所で飼い主とペットが一緒に過ごせる同伴避難が可能となるようスペー

スを確保すること。 

 

9-4. いわゆる民泊の届出を受理する場合は、管理規約や賃貸借契約書等の内容

を厳重に確認すること。また、民泊に係る苦情相談体制の充実を図り、市民の

安全・安心の確保に努めること。 

 

9-5. 保健センター庁舎について、区役所との合同庁舎化・同一フロア化の可能

性を今後も積極的に模索すること。 また、確保が困難である公衆衛生医師に

ついて、保健センター所長に医師を配置できるようにするなど、その確保に努

めること。 
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子ども青少年局 

 

１．保育 

 

1-1. ８年連続待機児童ゼロを達成している本市であるが、子ども・子育て支援

事業計画を踏まえ、民間保育所等の整備補助、賃貸方式による民間保育所等設

置、小規模保育事業所の設置等をさらに進め、未利用児童も含めた待機児童ゼ

ロを目指すこと。公園や学校施設等、市が所有する施設の活用を引き続き積極

的に推進すること。 

 

1-2. 休日保育事業、一時保育事業、病児・病後児デイケア事業、障害児保育、産

休・育休あけ保育所等入所予約事業、24 時間緊急一時保育事業については、

ニーズの増加を踏まえ、継続・拡充すること。 

 

1-3. エリア支援保育所事業の充実により、公立・民間保育所のスキルアップや

情報共有をすすめ保育の質を高めること。また、保護者の支援に努めるととも

に、保護者と保育所の相互理解を図るため、保護者へのアンケートによる意見

聴取等、運営の透明化に向けた取り組みを行うこと。 

 

1-4. 保育士が慢性的に不足している状況を踏まえて、さらなる保育士の処遇改

善と働きやすい環境の整備を行うこと。公私間格差是正を目的とした民間社

会福祉施設運営費補給金制度を引き続き維持すること。 

 

1-5. 公立保育所における紙おむつ処分を引き続き実施するとともに、民間保育

所での紙おむつ回収が推進されるよう補助の継続、支援に努めること。 

 

２．子ども・親総合支援 

 

2-1. さまざまな悩みや不安を抱える子どもと親に対して総合的に支援するため

に、「ナゴヤ子ども・親総合支援推進調整会議」において全庁的な取り組みを

進めるとともに、「ナゴヤ子ども・親総合支援基金」により立ち上げた家庭訪

問型相談支援事業等が、着実に定着するよう必要な予算措置を講ずること。 
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2-2. 「なごや子どもの権利条例」に基づき、子どもの権利について広く普及啓

発するとともに、名古屋市子どもの権利相談室「なごもっか」につ

いて周知し、適切に運用すること。 

 

2-3. 子ども・若者総合相談センターについて、自立までの一貫した支援を行う

ため、各支援機関で行う支援内容のコーディネートやケースワークを担当す

る相談員等の配置を拡充するとともに、「金山ブランチ」におけるオープン型

交流スペースでの居場所づくりや、ＳＮＳを活用した相談を引き続き実施す

ること。 

 

2-4. 就労困難な若者が本人の特性や能力に応じた働き方ができるよう、若者と

企業の両方をサポートする「若者・企業リンクサポート事業」を拡充するとと

もに、企業・経済団体との連携を推進すること。 

 

2-5. 若者自立支援ステップアップ事業において、親をはじめとした家族に対す

るライフプラン作成等の親支援サービスを実施すること。また、企業における

社会体験の機会の提供など就労困難な若者の就職準備に向けた支援を継続し、

引き続き若者の自立支援を進めること。 

 

2-6. 家出や性搾取被害、性暴力や虐待等の様々な困難を有する若年女性に対し

て、民間支援団体と連携したアウトリーチや居場所の確保を行う「若年被害女

性等支援事業」を実施する等、困難な問題を有する若年女性を適切な支援に繋

ぐ取り組みを実施すること。民間支援団体との情報交換や協議の場を設ける

とともに、民間支援団体への補助金等を検討すること。 

 

３．子育て支援 

 

3-1. 妊娠期から産後の母親の心と身体を健やかに保つため、訪問事業、産前・

産後ヘルプ事業、産後ケア事業、子育て総合相談窓口(子育て世代包括支援セ

ンター)、産婦健康診査等、妊娠期からの切れ目のない支援をより一層充実さ

せること。特に、乳幼児健康診査未受診者等のハイリスク世帯に対しては、子
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どもの健康状態や子育て環境を把握するため、訪問指導・アウトリーチに粘り

強く取り組むこと。 

 

3-2. 発達障害に対する認知の高まり等のニーズの増加を踏まえ、地域療育セン

ターの増設を早期に実現し、早期子ども発達支援施策の推進を図ること。 

 

3-3. 福祉都市環境整備指針に基づいて、「授乳及びおむつ交換のためのスペー

ス」や「乳幼児用ベッド・乳幼児用いすの備わった便房」の整備を進めるとと

もに、市民への情報提供をより一層努めること。 

 

3-4. 思いがけない妊娠について、助産師が電話・メールで相談対応する「なご

や妊娠 SOS」について、相談時間の拡大、SNS 相談の導入等の拡充を図ると

ともに、若年層が目にしやすい方法での広報の強化に努めること。 

 

3-5. 「第 4 期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画」に基づき、子育てや生活

の支援、就労支援、子どもの生活や教育の支援などを一層推進するとともに、

多岐にわたる支援事業・施策についての情報を効果的に得ることができるよ

うＳＮＳの活用も含めた情報提供に努めること。 

 

3-6. ひとり親家庭への各支援制度について、対象世帯をひとり親になってから

の年数で区切るだけでなく、養育する子どもの人数や年齢等を総合的に勘案

し、実態に即した制度となるよう必要な見直しを行うこと。 

 

3-7. ひとり親家庭の中学生の学習支援や高校生世代への学習・相談支援事業に

ついて、オンラインの使用を検討する等、多様な選択肢を設け、より参加しや

すいものとなるよう工夫し、参加率向上に努めること。 

 

3-8. 多胎児家庭の保護者の身体的・精神的負担軽減を図るため、乳幼児健診の

同行支援に加え、家事支援のためのホームヘルパー派遣等更なる支援を拡充

すること。 
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４．児童虐待・DV 防止等 

 

4-1. 児童虐待の根絶を目指し、児童虐待防止推進を行う月間や関係機関の連携

を強化し、なごやこどもサポート連絡協議会や各区連絡会議において、児童に

関わる関係機関との情報交換、連携を引き続き行い、児童虐待の防止に取り組

むこと。 

 

4-2. 地域において子育てを見守るなごやすくすくボランティアについて、オン

ライン講座の実施を含め、ボランティア養成を推進すること。 

 

4-3. 児童福祉司の増員など児童相談所の体制強化を図るとともに、オンライン

を取り入れる等の工夫をし、義務化されている研修を含む職員研修を着実に

実施し、職員の質の向上に努めること。 

 

4-4. 児童養護施設入所児童の施設退所後の自立を推進するため、民間児童養護

施設の自立支援担当職員による継続的な支援を行うとともに、就労に関する

相談・支援やステップハウスの活用等、施設退所後に安定した生活が送れるよ

う、入所児童の自立をより一層支援すること。 

 

4-5. 里親制度の普及、里親登録者の増加を図るため、広く市民向けの広報・啓

発等を行い、保護者による養育が望めない社会的養護が必要な児童が家庭的

な環境で養育される体制作りを推進すること。 

 

4-6. 配偶者からの暴力（ＤＶ）の根絶を目指し、相談支援体制強化について検

討するとともに、令和 2 年度に策定予定の「名古屋市配偶者からの暴力防止

及び被害者支援基本計画（第 4 次）」に基づき、ＤＶ被害者とその子ども・親

族の安心と安全に配慮した総合的なＤＶ対策の積極的な推進に努めること。 

 

4-7. 障害を持つ親やきょうだい等を介護するヤング・ケアラーの実態を把握し、

対応を検討すること。 
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５．子ども会・放課後施策 

 

5-1. 小学校年齢期における放課後施策の今後のあり方にかかる検討を踏まえ、

地域の実状と要望を考慮して、トワイライトルームやトワイライトスクール

の設置をするとともに、留守家庭児童の健全育成事業に関する助成を充実さ

せること。 

 

5-2. 子ども会へ加入する児童の増加のために、子ども会運営に関する諸問題の

解決を図り、積極的な広報活動を行うなど、地域とともに子育てを支えられる

よう、引き続き既存子ども会への助成を行うこと。また、子ども会存続の為に

既存概念にとらわれない考え方、子ども会の在り方も検討すること。 
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住宅都市局 

 

１．災害対策 

 

1-1. 帰宅困難者対策が必要な地区（名古屋駅周辺、伏見・栄、金山駅周辺な

ど）においては、都市再生安全確保計画などに基づき、地元事業者・関係機

関等と連携しながら、計画の周知・拡充及び防災備蓄物資の確保・配備な

ど、引き続き積極的に帰宅困難者対策に取り組むこと。 

 

1-2. 液状化の恐れのある防潮壁等の調査・対策を進めるよう、国・県及び名古

屋港管理組合に強く要望するとともに、情報共有を密に図ること。 

 

1-3. 南海トラフ巨大地震における液状化対策について、国や民間事業者等の技

術開発の動向を注視しながら、市民の生命・財産を守るために万全を期すこと。 

 

1-4. 昭和 56 年以前に建築された住宅・建築物の耐震化について、耐震改修助成

をはじめとした支援制度のさらなる充実を図る等、引き続き耐震化率の目標

達成に積極的に努めること。また、空き家や賃貸住宅については、速やかに所

有者の特定をしたうえで、耐震化を積極的に進めること。 

 

1-5. 民間ブロック塀等撤去助成について、職員が現地に赴く等、ブロック塀所

有者に対し、その制度を周知徹底するとともに、申請手続きを簡素化すること。 

 

２．市街地の開発整備 

 

【都心部】 

 

2-1. リニア中央新幹線の開業に向けて、「世界に冠たるスーパーターミナル・

ナゴヤ」の実現を目指し、県と連携して国へ働きかけを行うとともに、リニア

駅上部空間の広場の活用や交通網の整備に対する支援などを含め、地域の活

性化に資する名古屋駅周辺の市街地整備を推進すること。あわせて、乗り換え
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の利便性を追求する等、誰もが使いやすい国際レベルのターミナル駅となる

よう機能を強化すること。 

 

2-2. 名古屋駅地区からささしまライブ 24 地区・名駅南地区への歩行者アクセス

改善策について、将来の歩行者交通量を見据えたあり方を十分に検討し、整備

を進めること。 

 

2-3. 栄地区グランドビジョンに基づく久屋大通公園の「栄バスターミナル跡地」

（噴水南のりば）を含む南エリアの再生について、市民の意見を聴取しながら、

北エリアとの回遊性を考慮のうえ総合的に進めるとともに、広域から来訪者

を呼び込む魅力的な集客施設(多目的アリーナ)を新設する等、栄全体の魅力向

上を図ること。 

 

2-4. 名古屋駅地区から栄、名古屋城地区において、多彩な地域資源を最大限に

活かし、歩いて楽しい魅力的なまちづくりを進めること。 

 

2-5．令和４年２月に答申された「名古屋交通戦略 2030」を踏まえ、都心部幹線

道路の機能を整理し、安心安全で楽しい歩行者空間づくり、にぎわいのある街

区づくりに取り組むとともに、将来的な都心部への自動車の流入抑制の検討

を行う等、交通の円滑化を図ること。 

 

2-6. 新たな路面公共システムの検討に基づき、市電のような路面公共交通の復

活を計画する際には、既存の交通システムや都心全体の回遊性への影響を精

査のうえ、市全体の活性化に繋げること。 

 

【熱田神宮界隈、中川運河、金城ふ頭】 

 

2-7. 熱田神宮界隈の活性化を図るため、熱田区役所南側の未利用地の活用策に

ついて、鉄道事業者（JR、名鉄、地下鉄）が隣接することを踏まえながら、地

域と連携し検討を進めること。 
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2-8. 水上交通網の整備について、市内観光スポットへのアクセスの充実、港・

水辺の魅力向上を図るため、中川運河における水上交通定期運航・モニタリン

グ調査の結果や堀川における水上交通活性化懇談会での議論、堀川クルーズ

の試行実施の結果などを踏まえながら、民間事業者による水上交通の実現に

向けた具体的な方策を検討すること。 

 

2-9. 中川運河のモノづくり産業ゾーンにおける産業振興への貢献や産業空間の

魅力向上について、市民・企業・学校・行政等で構成する「中川運河再生プラ

ットフォーム」等を活用しながら、中川運河のモノづくり産業活性化に向けた

新たな仕組みを検討すること。 

 

2-10. 金城ふ頭について、今秋開業の国際展示場新第 1 展示館を含め、ふ頭全体

としての回遊性や交通アクセスの向上に向けた整備を着実に進めること。 

 

【その他】 

 

2-11. 名古屋競馬場跡地の開発については、「第 20 回アジア競技大会選手村後

利用構想」に基づき、大会のレガシーとして市民に親しまれるとともに、あお

なみ線を含む港北周辺のまちづくりに寄与する効果的なものとなるよう、契

約候補事業者と十分に協議・調整を行いながら、着実に進めること。 

 

2-12. 環状二号線の名古屋西―飛島間開通と富田・南陽インターチェンジの供用

開始後の地域の変化を捉え、地域の意見を踏まえたうえで、周辺地域の土地利

用やまちづくりについての検討を行うこと。 

2-13. 守山区志段味地区における特定土地区画整理事業について、地域の声を聞

きながら、組合に対し適切な助言・指導を行うなど、事業の早期完了に向けた

さらなる支援に務めること。特に、事業が停止している中志段味地区において

は、再開～早期事業完了に向けた最大限の支援を積極的に行うこと。 

 

2-14. ガイドウェイバスシステム志段味線の高架区間の延伸について、調査・検

討をすること。 
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2-15. 地域の活性化を図るため、地区の特性に応じて、土地区画整理事業、市街

地再開発事業、住宅市街地総合整備事業等による都市基盤の整備を引き続き

推進し、事業の早期完了に努めること。 

 

2-16. 「なごや集約連携型まちづくりプラン」に基づき、鉄道駅周辺を中心に既

存ストック等の有効活用や機能更新など、成熟した市街地を活用したまちづ

くりを進めるために、今後の人口動向、高齢化による世帯消滅と市街地への影

響などについて精査し、適切な施策を検討すること。 

 

2-17. 名古屋都市センターの機能を強化し、市民への積極的な情報発信に努める

こと。 

 

３．名古屋高速道路 

 

3-1. 名古屋高速道路の渋滞対策やアクセスの改善等を引き続き進め、快適な道

路サービスを提供すること。 

 

3-2. 名古屋高速道路の橋げた等の点検・補修を引き続き着実に行い、安心・安

全に利用できる状態を維持すること。 

 

４．住宅 

 

4-1. 市営住宅の建替について、順次適切に行うこと。また、建替に際しては、

入居者の高齢化に対応し、介護事業者等の駐車スペースの確保等に配慮する

こと。 

 

4-2. 耐震化率の低い市営住宅の建替においては、早期に入居者に説明を行い、

退去を希望する世帯に対しては、可及的速やかに引越し費用等の補助をする

こと。 

 

4-3. 市営住宅について、特定の住宅に応募が集中している現状を踏まえ、その
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解消を図り、希望者が円滑に入居できるよう務めること。 

 

4-4. 民間住宅ストックを活用した住宅セーフティーネット機能の強化を図るこ

と。 

 

５．行政改革 

 

5-1. 市営路外駐車場の施設管理について、民間移管も含めた運営のあり方を検

討し、効率的・効果的な管理・運営に努めること。 

 

5-2. 営繕部の建築受託工事の監理及び保全業務について、引き続き、民間に委

ねられる部分は移管する等、組織体制のスリム化を図ること。 
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緑政土木局 

 

１．緑のまちづくり推進と公園の整備 

 

1-1. 名古屋市みどりの基本計画 2030 に基づき、グリーンインフラの取

り組みを積極的に整備する等、関係局と連携のうえ、産学官民のパートナ

ーシップによる緑のまちづくりの推進を着実に行うこと。 

 

1-2. 街路樹による美しい道路景観の創出が図れるよう、適切な街路樹剪定等の

維持管理を行うこと。また、「緑のパートナー」等、道路空間の景観向上及

び地域に愛される街路樹づくりを進めることを目的とした制度の活用を進め

ること。 

 

1-3. 公園経営事業展開プランで掲げた戦略（①公園の特性を生かした公園経営

の推進、②市民・団体の参画・協働の推進、③スポンサー花壇の設置など、

民間活力導入体制の整備、④公園経営の品質を高める評価の実施）を着実に

推進すること。 

 

1-4 街路樹のムクドリ対策としてのドローン活用について、法改正の動向、

他都市の取り組み状況、費用対効果などを踏まえながら検討すること。 

 

1-5. 「長期未整備公園緑地の都市計画の見直しの方針と整備プログラム（第 2

次）」に基づき、関係権利者や地域住民に説明・相互理解のうえ、都市計画

の区域見直しと事業推進により未整備公園緑地の解消に努めること。 

 

1-6. 誰もが人や自然とふれあえる名古屋の名所づくりとして、相生山における

計画を推進するとともに、相生山緑地周辺で発生している交通課題への対策

として、これまでに行ってきた通過交通対策の他、渋滞対策について順次進

めること。緑地事業については、地域住民の意見等を十分聴取しながら緑地

計画について検討を行い、相生山緑地の事業を進めること。 
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1-7. 農家の高齢化・後継者不足や農家・農地の減少など厳しい状況のなか、持

続可能な都市農業を推進する事業を推進すること。また、ふれあい農業（地

産地消、「農」のある暮らしづくり）を推進すること。 

 

２．災害に強いまちづくり 

 

2-1. 名古屋市災害対策実施計画に基づき、広域避難地・一次避難地として計画

された都市計画公園のうち、未整備の公園について整備を進めること。 

 

2-2. 災害対策として、緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強を引き続き進める  

こと。また、耐震補強が困難である橋梁については、改築による耐震化を  

進めること。 

 

2-3. ゲリラ豪雨に対応するための河川等の整備促進及び既存治水施設の維持管

理の強化を行うこと。また、河川の整備にあわせて、雨水流出抑制などを組

み合わせた総合的な治水対策を推進すること。 

 

2-4. 南海トラフ巨大地震の発生による甚大な被害発生を想定し、名古屋市無電

柱化推進計画を着実に進めること。 

 

３．交通安全対策と安全・快適な道路整備、親水環境の整備 

 

3-1. 交通事故の防止を図るため、防護柵やカーブミラーの設置、ならびに歩道

の整備を引き続き実施するとともに、自動車に安全な通行を促すため、区画

線の整理や通学路の路肩カラー等を進めること。さらに、昨今の事故の特性

を踏まえ、他都市の先進的な事例を調査・研究のうえ、適切な対応をするこ

と。 

 

3-2. キッズゾーン設置等、未就学児童の交通安全対策を推進すること。 
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3-3. 福祉都市環境整備指針に基づき、道路や施設のバリアフリー化を引き続き

進め、高齢者や障害者をはじめすべての人にやさしいまちづくりに努めるこ

と。 

 

3-4. 道路補修工事の発注時期については、年度当初の計画に基づき、その契約

状況や今後の見通しを定期的に把握し、時点修正を図る等、道路補修工事等

が一定期間に集中することを避け、計画的に行うこと。 

 

3-5. モバイル端末による「LINE」等のアプリを利用した市民参加による公共

土木施設の損傷個所等に伴う通報及び情報共有に係るシステムの構築につい

て、他都市の導入事例における問題点や課題の検証を踏まえ、本市の実情に

あわせた手法により速やかに導入すること。 

 

3-6. 自転車通行空間については、国土交通省と警察庁において策定されたガイ

ドラインを踏まえ、地域や警察等の関係機関の意見を聞きながら本市の道路

事情に適した整備を推進すること。ピクトグラム等を利用した路面標示を積

極的に活用し、分かりやすく安全な自転車走行空間の整備を推進すること。 

 

3-7. 市内の鉄道主要駅における自転車駐車場の整備を進め、自転車利用者に対

して、駐車場の利用を進める啓発活動を行い、歩行者の通行の妨げとなる放

置自転車の削減を図ること。また、悪質な放置自転車は、効果的な手法を考

慮のうえ、速やかに撤去活動を行うこと。 

 

3-8. 「堀川まちづくり構想」に基づき、関係機関と協業のうえ、水に親しむ環

境づくりを進めることで、堀川を基軸としたにぎわいづくりを推進するこ

と。また、堀川の護岸整備や親水空間の整備など総合的な整備を引き続き推

進すること。 

 

3-9. 新堀川の水環境改善については、令和 2 年度に取りまとめた浄化方針に

基づき、関係局と連携して、着実に水質浄化に取り組むこと 
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４．東山動物園 

 

4-1. 東山動植物園再生プランに基づき着実に整備を進めること。特に、生体展

示や催事の工夫はもちろん、SNS 等を活用した積極的な情報発信とお客さま

意見の聴取、開園時間・休園日の工夫等に努めること。積極的な情報発信と

お客さま意見の聴取、開園時間の延長、休園日の工夫等に努めること。 

 

4-2. 導入が期待されているコモドオオトカゲ（通称：コモドドラゴン）につい

ては、引き続きインドネシア現地動物園（タマンサファリインドネシア）と

の交流を深め、建設的に進めること。 

 

4-3. 東山動植物園の生体展示等について、専用アプリをつかった音声ガイドの

導入や、触って大きさなどが体感できる原寸大模型の設置等、情報のユニバ

ーサルデザイン化をすすめること。また、多言語対応を一層推進すること。 
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消防局 

 

１．消防・救急活動 

 

1-1. 更なる救急需要の増大に備え、搬送時間の短縮を図るとともに、救急隊と

消防隊との連携を更に強化し、より迅速に傷病者を医療機関に収容できるよ

うに救急サービスの向上に努めること。 

 

1-2. 総務省消防庁が行う迅速な救急搬送を目指した救急隊運用最適化の研究に

引き続き協力し、救急搬送の迅速化に向けて、鋭意取り組むこと。 

 

1-3. ３機の消防ヘリコプターを有効に活用できるよう、引き続き積極的な隊員

の確保、並びに必要な訓練を実施し、緊急要請に安全・確実に対応できる万全

の体制を整えること。 

 

1-4. 南海トラフ巨大地震などの大規模災害や火災現場で、被害状況の把握や要

救助者の早期発見のために、市内全域でドローンを運用できる体制を整備す

ること。 

 

1-5. 消防活動二輪車の運用方法や配置台数および配置場所について、引き続き

精査をし、消防活動体制を整えること。 

 

1-6. 救急車両や消防車両の適切な更新、機器や装備品の充実強化に取り組むこ

と。また、必要に応じた庁舎の改修を行い、機能の強化や隊員の環境改善につ

なげること。 

 

1-7. 日本語コミュニケーションが困難な外国人からの 119 番通報受付時や災害

現場等における民間通訳事業者サービスの活用については、より多くの言語

に対応できるように努めること。 
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1-8. 新型コロナウイルス感染症をはじめ様々な感染症の流行に対応できるよう

更なる救急体制の確保に努めるとともに、消防職員が万全の態勢で活動でき

るように、感染防止対策を徹底すること。 

 

２．救急活動への意識啓発 

 

2-1. 救急車の適正利用について、現場の状況を紹介するなど、引き続き普及啓

発に努めること。 

 

2-2. 応急手当研修センター及び各消防署を拠点にＡＥＤの使用方法を含む救命

講習を実施し、応急手当の普及啓発に努めること。また、講習にあたっては、

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を万全にするとともに、講習の実

施方法を工夫すること。 

 

2-3. 救急活動に市民の理解が得られるように、引き続きＳＮＳ等を有効活用し

た情報発信に努めること。 

 

３．消防団 

 

3-1. 消防団員の処遇について現場の意見を聴取し、必要な改善を図ること。併

せて、消防団員の知識・技術の向上を図るためにマイスター教養等の内容を充

実させるとともに受講の機会を増やすこと。 

 

3-2. 消防団の運営経費について、一部の運営負担金と被服負担金の相互流用が

可能であること等、活動の実状に応じて柔軟に使用できることを周知徹底し、

消防団の円滑な運営に努めること。 

 

3-3. 消防団の活動拠点である詰所や車両の市有化に向けた整備方針に基づき消

防団が活動しやすい環境づくりに努めること。また、消防団の活動に必要な装

備や資器材等については、各団の意見を反映して適切に支給すること。 

 

3-4. 消防団員の充足率向上に向けて、女性や若年層に対する入団促進を始めと
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する消防団の活性化を図るため、ポスターなどを利用した広報・啓発活動を更

に強化すること。また、入団に関する当該学区の居住や在勤等についての条件

の見直しを検討すること。 

 

3-5. 地域の実情を鑑み、外国人の消防団への入団について、制度を検討するこ

と。 

 

3-6. 年初の出初式やポンプ操法等の屋外行事や訓練については、公職者、関係

各所の挨拶の時間を短縮、省略する等、気候に配慮し、団員をはじめとする

参加者の体調を優先した運営を行うこと。 

 

3-7. 新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の予防対策として、詰所

だけでなく、消防団車両等での広報活動における感染防止対策のルールを明

確にし、周知徹底すること。 

 

3-8. 総合訓練に参加する消防団について、訓練を所管する防災危機管理局と

「体調不良者」の定義を統一させ、適切な報告をすること。 

 

４．減災・予防対策 

 

4-1. 家庭の防災力向上のために実施している消防職員、消防団員等による戸別

訪問について、より効果的なものとなるよう検証・検討すること。 

 

4-2. 地域における家具の転倒防止対策のニーズにあわせ、家具の固定を行うボ

ランティア養成を進めるとともに訪問は新型コロナウイルス感染症感染防止

対策を徹底したうえ実施し、家具転倒防止対策を推進すること。 

 

4-3. 区役所や区政協力委員などの関係団体と協力・連携しつつ、消防職員が主

体的に町内会等に働きかけ、自主防災組織の育成を積極的に行うこと。 

 

4-4. 火災件数を減少させるために、予防広報用資器材や印刷物等を作成・活用

し、市民の防火意識の向上に向けた普及啓発を図ること。 
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4-5. 住宅用火災警報器等の設置および定期的な点検・交換等の適正な管理につ

いての普及啓発、小規模社会福祉施設等における適切な防火安全対策への取

り組みを強化すること。 

 

4-6. 新型コロナウイルス感染症予防対策として事業者が設置しているビニール

シートや、アルコール消毒液は、設置状況によっては防火上問題がある場合が

あるため、正しい設置方法等について啓発し、注意喚起すること。 
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上下水道局 

 

１．安心・安全でおいしい水道水の安定供給 

 

1-1. 水道水の安全性・おいしさを維持するため、浄水場から一般家庭に至る残

留塩素濃度の適正な管理を行うこと。また、名古屋の水道水の特徴を捉えたプ

ロモーション活動を行うこと。 

 

1-2. 木曽三川流域の水環境を守ることを念頭に、イベント等を通じて、上流地

域と下流地域との交流を図ること。また、流域自治体間の連携を深めて、安心・

安全でおいしい水道水の安定供給に資する施策を、引き続き展開すること。 

 

1-3. 第 5 次配水管網整備事業に基づき、配水管の更新・耐震化を行うこと。 

 

２．下水道整備 

 

2-1. 中川区、港区の庄内川西部地域、守山区の志段味地区、緑区の一部地域の

下水道未整備地域において、他事業等と調整のうえ、早期解消に努めること。 

 

2-2. 引き続き合流式下水道改善の推進に努めること。 

 

３．災害対策 

 

3-1. 地震に備えて、水の安定供給が確保できるよう、適切に配水管の耐震化を

行うこと。とくに指定避難所などの防災拠点に至る公道部の配水管の耐震化

を早急に行うこと。 

 

3-2. 地震に備えて、トイレ等が衛生的に確保できるよう、適切に下水管の耐震

化を進めること。とくに市立小中学校や指定避難所等と水処理センターを結

ぶ公道部の下水管の耐震化を優先すること。また、液状化想定区域内における

マンホールの浮上防止対策を引き続き推進すること。 
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3-3. ゲリラ豪雨等に対応するため、雨水貯留施設やポンプ所の整備等を急ぐこ

と。また、豪雨による浸水状況を覚知、検証のうえ、必要な対策を講ずること。

併せて、名古屋市総合排水計画に基づく施設整備を推進すること。 

 

3-4. ゲリラ豪雨等による浸水被害軽減のため、速やかに雨水情報の提供を行う

とともに、ハザードマップに想定される浸水被害地域には、常時から注意を呼

びかける等、減災に対する意識啓発に努めること。 

 

3-5. 他都市の災害・復興支援に職員を派遣した際には、現地での災害・復興支

援等によって得られた知識・経験を、災害対策の施策に活かすこと。 

 

3-6. 災害時発生に地下式給水栓を開設する時、マンホールが開いた状態は危険

が生じることから、マンホールへの転落防止策として仮の蓋を設置するなど、

避難者はもとより市民の安全・安心の確保に努めること。 

 

４．環境保全、経営強化とお客様サービス向上 

 

4-1. 木曽川水系連絡導水路事業について、渇水や災害等、水資源をめぐるリス

クを考慮して、長期的な視点に立ち、総合的に判断し対応すること。 

 

4-2. 浄水場、水処理センターにおいて、環境負荷の低減を図る省エネルギー機

器を導入する等、環境対策に努めること。併せて、再生可能エネルギーの有効

活用を推進すること。 

 

4-3. 災害に備えて、市民、事業者に対し、災害対策用備蓄飲料水「名水」のプロ

モーション活動を展開し、さらなる普及に努めること。 

 

4-4. 上下水道局所有の資産の有効活用を図り、収益の安定的な確保が見込まれ

る施策を強化、継続すること。 

 

4-5. 水道使用料金の収納力向上のため、利用者が納めやすい体制の調査・研究

を行い、インターネットバンキングからの振込み等の方策を検討すること。  
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交 通 局 

 

１． 新型コロナウイルス感染症対策 

 

1-1. 地下鉄駅務員・運転士・車掌及びバス運転士等の手指消毒、マスクの着用

を引き続き徹底すること。また、体調管理に万全を期すこと。 

 

1-2. 駅構内の消毒清拭、駅長室及び改札窓口にビニールカーテンの設置、窓口

等に列を作る際の「三密」回避を引き続き徹底すること。 

 

1-3. 地下鉄・市バス車両における消毒清拭、換気扇稼働及び窓開け等を引き続

き実施すること。また、新型コロナウイルス感染症の罹患者が車両を利用し

ていたことが判明した場合、速やかに消毒清拭を実施すること。 

 

1-4. 国や愛知県から緊急事態宣言が発出され休業協力要請がなされた場合、市

民生活や経済活動に支障がない範囲において、地下鉄・市バスの運行のあり

方を適切に見直し、広報すること。 

 

1-5. 新型コロナウイルスの影響による地下鉄・市バスの利用人員の減少や新し

い生活様式に対応するため、今後の交通局の事業収支のあり方や減収への対

応策について検討すること。その際、運賃以外のデジタルサイネージ広告や

地下街の資産活用等の収入源の確保を一層推進すること。 

 

２．安心・安全対策 

 

2-1. 市バス全車両に設置した運行支援システムの活用や、事故や運行ミスの防

止対策についての研修を引き続き行い、法令やルール・手順を遵守する職場

の風土づくりと職員の意識改革を進め、事故や運行ミスの防止に取り組むこ

と。また、ドライブレコーダーの機能強化やバス車両への安全確認放送装置

の設置を引き続き行うこと。 
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2-2. 市バス運転士による営業運行中の道路交通法違反（信号無視、横断歩道に

おける歩行者妨害（一時停止違反）等）として、警察署から交通反則告知書

が交付される事案が散見されることから、運行管理者における指導を徹底

し、定期的に職場内研修を実施すること。 

 

2-3. 駅ホームでの安全対策を強化するため、駅ホームカメラの録画化を進める

とともに、駅施設の安全利用の観点から必要な個所への駅構内カメラの設置

を引き続き検討すること。また、多様化する迷惑行為を防止するため、職員

による巡回や放送による啓発、鉄道警察隊等関係機関と一層の連携を図るこ

と。 

 

2-4. 女性専用車両の利用促進を図るため、駅改札や車内放送において、女性専

用車両の運行をお客さまに周知すること。 

 

2-5. 地下鉄駅のお客さまの安全確保のため、可動式ホーム柵の整備を計画的に

進めること。また、超高齢化社会の到来に備えて、利便性向上の観点から地

下鉄駅のエレベーター整備について計画的かつ速やかに進めること。 

 

2-6. 地震やその他災害に備えて、引き続き地下鉄構造物の耐震補強を行うこ

と。また、帰宅困難者対策について、関係局と連携のうえ、誘導・退避施設

の運営、情報共有体制、備蓄のルールを再確認のうえ、災害に適切な対応が

できる体制を整え、広報に努めること。 

 

2-7. お客さまの利用が多い主要駅での旅客流動調査を踏まえ、混雑緩和対策の

検討を行うこと。また、乗り換えや電車を待つ際、お客さまのスペースが十

分とは言えない駅については、駅拡張工事を含む安全対策を引き続き検討す

ること。 

 

2-8. 「危険なバス停」の調査結果を踏まえ、横断歩道に近接するバス停のうち

歩行者用信号機が設置されていないものなど危険度の高いものを優先して、

バス停の移設を含めた安全対策を関係機関と協議のうえ実施すること。 
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2-9. 子ども用車椅子について市民への意識啓発を行い、地下鉄や市バスで円滑 

  に利用できるように引き続き努めること。 

 

３．利便性の向上 

 

3-1. 観光スポット、駅番号などからの検索により乗車券を購入できる機能を備

えた旅行者向け券売機の設置を計画どおり進め、周知徹底を図ること。 

 

3-2. お客さまへのサービス向上の観点から、既設置駅における需要を検証のう

え、引き続き地下鉄駅構内への宅配受取ロッカーの増設を検討すること。 

 

3-3. 国におけるキャッシュレス推進施策や今後の電子マネーの普及を踏まえ、

IC カード「マナカ」のモバイル化について引き続き検討すること。 

 

3-4. 超高齢化社会の到来に向けて、市バスを利用するお客さまのため、バス停

留所施設の整備・改修を進め、停留所のベンチ・上屋の増設を行うこと。 

 

3-5. 市バス・地下鉄へのピクトグラムなどを活用した誰もが分かりやすい「案

内サイン」を順次整備すること。 

 

3-6. 経年している地下鉄駅については、明るく清潔感のある快適・便利な駅空

間を提供するため、計画的に地下鉄駅をリニューアルして、施設美観や機能

向上に努めること。また、お客さまへの利便性向上のため、伏見駅における

駅ナカ事業を踏まえ、他駅における駅ナカ事業の可能性を検討すること。 

 

3-7. 市バスの路線や運行回数について、お客さまの利用状況の把握や地域の意

見、また地域の高齢化の状況を踏まえ、総合的に判断すること。 

 

3-8. 地下鉄東山線における終電延長は、現在、コロナ感染症対策により店舗等

の営業時間短縮のため休止しているが、感染が収束した際には再度実施する

こと。 
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3-9. 地下鉄車両の液晶式案内表示の多言語化をはじめ、引き続き多言語対応へ

の取り組みを進めること。 

 

3-10. 企業などから寄附されている地下鉄駅における「友愛の傘」について、

持続可能なシステムとなるよう他都市の有料傘シェアリングの事例を調査・

研究のうえ、その導入について早急に検討すること。 

 

４．経営改善 

 

4-1. ラッピング市バス・地下鉄広告の販売促進、デジタルサイネージ広告を利

用した地下鉄駅構内や通路での広告の販売促進等、付帯収益をさらに高める

こと。また、駅ナカ事業の可能性についても検討すること。 

 

4-2. 名古屋市営交通事業経営計画に即した経営改善に努めること。 
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教育委員会 

 

１．なごや子ども応援委員会、子ども・親総合支援 

 

1-1. なごや子ども応援委員会の充実した体制づくりや、全中学校への常勤のス

クールカウンセラー、総合援助職の配置のために、有能で熱意ある人材の確

保に努めること。 

 

1-2. なごや子ども応援委員会に寄せられた相談事例を精査・共有する体制を整

え、相談対応の向上を図ること。 

 

1-3. なごや子ども応援委員会をより身近で相談しやすいものとするために、親

しみやすい広報宣伝物等により、児童・生徒や保護者に広く周知すること。 

 

1-4. 新型コロナウイルス感染症により一時休校となった経験を踏まえ、スクー

ルカウンセラーによるオンライン相談や SNS での対応も検討すること。 

 

1-5. キャリアサポート事業について、キャリアコンサルタントの配置を拡充し、

子どもたちの生涯を通じた発達を支援する教育を進めること。 

 

２．いじめ対策 

 

2-1. スマートフォン等、インターネットを使ったいじめが見過ごされることの

ないよう、ネットパトロールの実施等、実態把握に努めるとともに、スマート

フォンの正しい使い方等、情報教育を推進すること。 

 

2-2. SNS を活用したいじめ相談について、試行実施の状況の検証し、充実させ

ること。 

 

2-3. いじめ被害への対応については、被害児童・生徒へのケアはもちろん、保

護者との意思疎通を十分に図り、迅速に問題解決に臨むこと。 
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３．学校教育の充実と教員の指導力向上 

 

3-1. 「ナゴヤ・スクール・イノベーション事業」の実施により、個別最適な学

びと協働的な学びの一体的な充実による授業改善に取り組み、子ども一人ひ

とりの興味・関心や、能力・進度に応じた学習を推進すること。また、イエ

ナプラン教育等、国内外の先進事例の研究と、それらを参考にした実践研究

を行うこと。 

  

3-2. 「元気な学校づくりプロジェクト」に基づき、教員が子どもと向き合う時

間を確保するため、引き続き学校事務負担の軽減に努めるとともに、専門家ら

による学校問題解決支援チームの充実を図ること。 

 

3-3. プログラミング等の新規事項の研修をはじめ、教職員や新任講師のスキル

向上のため、各種研修を充実させるとともに、効果検証を行うこと。 

 

3-4. 児童生徒の生活時間の過ごし方と学力との関係ついて調査し、学力向上に

資する方策に努めること。 

 

3-5. 小学校の部活動について、令和３年度に完全民営化された実績を力に、引

き続き質の高い部活動を実施するとともに、部活動の外部顧問や外部指導者

を積極的に活用し、中学校における部活動外部顧問を拡充すること。また、部

活動で使用する消耗品等の購入支援を引き続き行うこと。 

 

3-6. 子どもの読書力向上を図るために、学校司書の配置拡充に努め、読書活動

等の充実を図ること。 

 

3-7. 郷土に対する愛着や認識を深めるため、小中学校に「名古屋市民科」を導

入するなど、郷土の歴史学習の充実を引き続き図ること。 

 

3-8. 児童生徒が、選挙や地域の生活をもっと身近に感じられるように、社会見

学や地域の生活等を体験させる学校教育を行うこと。 
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3-9. 小学校入学準備に向けた幼児教育の充実を目指し、就学前の園児指導の推

進を図ること。 

 

3-10. 「名古屋市いじめ防止基本方針」について、いじめの加害側の子どもの反

省と成長を促す働きかけを明記する等、専門家の提言を活かし、他都市の先進

的事例も研究する等して、より具体的な方針となるよう見直すこと。重大事態

への対処については、事実関係を明確にする調査を速やかに行い、被害児童生

徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供すること。 

 

3-11. いじめ対策・不登校児童生徒支援について、登校はできても教室へ入れな

い児童生徒等が安心して過ごすことができる校内の教室以外の居場所づくり

を進め、教員と子どもの支援に係る専門職等との協働を図ること。 

 

3-12. ナゴヤ・スクール・イノベーション事業におけるＩＣＴ支援員の配置につ

いて、文部科学省が掲げる「４校に１人」という目標を踏まえ、さらなる配置

を促進すること。 

 

3-13. 教育の多様化を推進し、児童生徒一人ひとりの個性をより重視する教育を

目指すため、中高一貫校等の設置について検討を行うこと。 

 

４．特別支援・インクルーシブ教育、国際理解教育、人権教育 

 

4-1. 発達障害の可能性がある幼児、児童生徒に対し、特別支援教育専門家チー

ムの派遣、発達障害対応支援講師、発達障害対応支援員、通級指導定着支援員

の配置等を図り、支援を拡充すること。 

 

4-2. 高等特別支援学校の新設に当たり、若宮商業高等学校との併設を活かした

インクルーシブ教育システムを推進すること。 

 

4-3. 日本語指導が必要な児童生徒に対し、母語学習協力員及び母語指導補助員

の配置を拡充して学習をサポートするとともに、日本語のわからない保護者
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と学校との連絡が円滑にすすむよう支援すること。また、日本語教育相談セン

ター・初期日本語集中教室・日本語通級指導教室の運営を強化すること。 

 

4-4. 外国人の子どもについて、不就学が生じないよう、就学手続きの周知を強

化するとともに、就学状況の把握を徹底すること。 

 

4-5. 児童生徒における英語科授業の活性化を図ること。併せて、子どもが英語

に慣れ親しめる場として、グローバル・エデュケーション・センターを積極的

に活用すること。 

 

4-6. 人権教育の観点から、セクシュアル・マイノリティについての理解を促進

すること。また、性別に違和感を持つ児童生徒に対して、本人・保護者の意向

を尊重しながら、制服やトイレ・着替え等を始めとした配慮を的確に行うこと。 

 

５．防災、安全安心 

 

5-1. 懸念される南海トラフ巨大地震に備え、児童生徒の防災に対する意識を高

め、家庭とも連携した防災教育を推進すること。 

 

5-2. 緊急時のために、いのちの大切さの学びにつながるという観点から、心肺

蘇生ダミー人形、AED 練習器を活用した授業について検討すること。 

 

5-3. 熱中症対策として、全学校・園へ暑さ指数計を配置すること。また、気温

上昇時の運動会の中止・延期について、分かりやすい基準を設けるとともに、

開催時期の検討を行うこと。 

 

5-4. 「なごやっ子あんしんメール」による不審者情報などの緊急情報の一斉配

信の他、さらなるＩＣＴ利用も含めた低学年の登下校における子ども見守り

制度を拡充すること。 
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６．学校整備、学校行事、就学援助 

 

6-1. 校舎等のリニューアル改修、保全改修・設備改修を計画に則して引き続き

進めること。その際、内装の木質化についても進めること。 

 

6-2. 老朽化が著しいトイレについては、計画を前倒しする等、明るく清潔で快

適なものとするため、便器の洋式化や床の乾式化等のトイレ改修を速やかに

行うこと。 

 

6-3. 特色ある学校づくりとして、ラグビーが盛んな学校に人工芝のグランドを

整備するなど、スポーツを推進できる環境を整えること。 

 

6-4. 学校規模の適正化について、「ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画」に

基づき、児童生徒や保護者、地域等に丁寧な説明を行うとともに、跡地利用に

ついても地域に情報提供するなど、地域全体の合意のもと、総合的に進めるこ

と。 

 

6-5. 地域等に使用許可している学校施設だけではなく、余裕教室の活用法につ

いても検討し、地域等が使用できる仕組みを整えること。 

 

6-6. 現行の中学校卒業式の日程について、私立高校への進学が決定している生

徒と、直後に公立高校受験を控えている生徒が混在している現状を踏まえ、

見直しを検討すること。 

 

6-7. 就学援助の準要保護世帯の所得基準額の引き上げを継続し、引き続き対象

世帯の拡大に努めること。 

 

6-8. 学校と保護者等との連絡手段について、ペーパーレス化の推進や教職員の

負担軽減の観点から、専用アプリの活用等のデジタル化を推進すること。 

 

 

 



77 

 

７．学校給食 

 

7-1. 給食費徴収業務のあり方について見直し、給食会計にかかる事務処理の簡

素化に引き続き努めること。 

 

7-2. 児童生徒や保護者に説明のうえ、給食調理業務の民間委託を進めること。 

 

7-3. 郷土への愛着とともに、コロナ禍での不安な学校生活の中での楽しみとし

て、小学校給食等におけるなごやめしの提供を継続・拡充すること。 

 

８．生涯学習 

 

8-1. なごやアクティブ・ライブラリー構想に基づき、図書館整備を進めること。

また、図書館整備の一環として令和３年度に導入した電子書籍の貸し出しサ

ービスは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う新しい生活様式の観点から

も重要であり、引き続き充実したサービスが提供できるよう予算措置を講ず

ること。 

 

8-2. 図書館協議会の検証を踏まえ、図書館への指定管理者制度の導入を推進す

ること。 

 

8-3. 名古屋市科学館及び名古屋市美術館は、多くの来館者が訪れる観光施設で

もあることを踏まえ、新型コロナウイルス等の感染症対策を徹底すること。 

 

8-4.  名古屋市博物館においては、建物を保全改修のうえ、新型コロナウイル

ス感染症対策に十分考慮し、来館者が利用しやすい環境を整えること。多言語

対応を充実させること。 

 

8-5. 市内各所で行われている山車行事や保存されている山車について、調査を

進めたうえで、国の重要文化財に指定されるよう努めること。 
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8-6. 伝統文化や祭りの保存・継承にあたり、国庫補助も活用するなどして、引

き続き支援を行うこと。 

 


